
Contents...
・平成17年度決算認定審議・討論 ‥‥‥‥ 2
・平成 18年第４回定例議会、質疑・応答 ‥ 4
・議会行財政改革委員会報告 ‥‥‥‥‥‥‥ 8
・一般質問 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
・請願審査の結果 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16

発行／由布市議会
編集／議会広報編集特別委員会
事務局／☎ 097－583－1111

http://www.city.yufu.oita.jp/gikai.htm

No.5
2007.１

由布市連合消防団  特別点検



平
成
18
年 

第
４
回
定
例
議
会 

が
開
か
れ
ま
し
た
。

12
月
５
日
〜
22
日（
18
日
間
）

提
案
さ
れ
た
認
定
１
件
、議
案
13
件
、

議
員
発
議
４
件
を
原
案
の
通
り
承
認
、

可
決
し
、議
案
１
件
を
継
続
審
査
に
、

議
案
２
件
を
否
決
と
し
ま
し
た
。

（
請
願
・
陳
情
に
つ
い
て
は
、16
ペ
ー
ジ
参
照
）

23 2007.1.由布市議会だより由布市議会だより2007.1.

■
平
成
17
年
度
由
布
市
一
般
会
計
並
び
に
特
別
会
計
決
算

　

平
成
17
年
度
由
布
市
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
決
算
の
認
定
審
査
に
つ
い
て
は
、議
長
を
除

く
全
議
員（
25
名
）に
よ
り
、決
算
審
査
特
別
委
員
会（
委
員
長 

久
保
博
義
）が
設
置
さ
れ
、審
議

を
行
い
ま
し
た
。

　

な
お
、今
回
の
決
算
認
定
は
、前
回
の
平
成
18
年
第
３
回（
９
月
）議
会
で
認
定
し
た
由
布
市
水

道
事
業
会
計
を
除
く
、一
般
会
計
及
び
９
特
別
会
計
に
つ
い
て
行
い
ま
し
た
。い
ず
れ
も
合
併
後

平
成
17
年
10
月
１
日
〜
平
成
18
年
３
月
31
日
ま
で
の
半
年
分
の
決
算
認
定
で
す
。

（単位 千円）

決算額 収入率 決算額 執行率
10,004,344 9,519,522 95.2% 8,906,470 89.0% 613,052

国民健康保険 2,096,792 2,080,315 99.2% 1,810,436 86.3% 269,879
老人保健 2,660,930 2,587,998 97.3% 2,626,379 98.7% △38,381
介護保険 1,555,548 1,566,241 100.7% 1,489,627 95.8% 76,614
簡易水道事業 253,037 261,584 103.4% 234,640 92.7% 26,944
公共下水道事業 9,496 9,494 99.9% 7,725 81.4% 1,769
農業集落排水事業 67,179 66,588 99.1% 62,732 93.4% 3,856
久住飯田南部区域
広域農業開発事業 32,229 32,225 99.9% 32,225 99.9% 0
健康温泉館事業 87,649 87,634 99.9% 87,634 99.9% 0
公共用地先行取得
事業 2,127 2,126 99.9% 2,124 99.9% 2

16,769,331 16,213,727 96.7% 15,259,992 91.0% 953,735

歳入歳出
差引額予算現額 歳　　入 歳　　出

　合　計

一般会計

特
別
会
計

調定額 収入済額 不納
欠損額 収入未済額 収納率

通  年 1,220,559 1,104,219 7,170 109,170 90.5%
（合併後半年分） 681,675 565,335 83.0%

通  年 2,404,986 2,089,692 13,559 301,735 86.9%
（合併後半年分） 934,149 618,855 66.2%

通  年 76,261 68,799 288 7,173 90.2%
（合併後半年分） 10,503 3,041 29.0%

通  年 206,566 206,566 0 0 100.0%
（合併後半年分） 100,049 100,049 100.0%

通  年 2,934 0 1,827 766 0.0%
（合併後半年分） 2,594 0 0.0%

通  年 117,643 113,969 0 3,674 96.9%
（合併後半年分） 62,358 58,684 94.1%

通  年 4,028,949 3,583,245 22,844 422,518 88.9%
（合併後半年分） 1,791,328 1,345,964 75.1%

特別土地保有税

入湯税

合計

市民税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

平
成
17
年
度
由
布
市
一
般
会
計

及
び
特
別
会
計
決
算
審
査
を
終
え
て

由
布
市
代
表
監
査
委
員  　

宮
﨑 

亮
一

由
布
市
議
会
選
出
監
査
委
員  

吉
村 

幸
治

　

今
回
の
決
算
は
、昨
年
10
月
に
旧
３
町

が
合
併
し
由
布
市
と
な
り
、旧
町
か
ら
引

継
い
だ
17
年
度
後
半
の
半
年
分
の
期
間
で

あ
る
た
め
、計
数
の
正
確
性
、予
算
の
執
行

状
況
、財
産
、基
金
の
管
理
運
営
状
況
、決

算
の
内
容
等
に
つ
い
て
審
査
を
行
な
い
ま
し

た
。

  

審
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、由
布
市
の
平

成
17
年
度
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
の
歳

入
歳
出
決
算
表
示
の
計
数
は
、関
係
諸
帳

票
及
び
証
憑
書
類
と
合
致
し
て
お
り
、旧

町
か
ら
引
継
ぎ
の
予
算
執
行
状
況
に
つ
い

て
は
、支
出
費
目
に
お
い
て
一
部
不
適
正
な

事
務
処
理
の
事
例
が
あ
り
ま
し
た
が
、お
お

む
ね
妥
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

  

合
併
後
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
は
、財
源

不
足
を
補
う
た
め
財
政
調
整
基
金
の
取
り

崩
し
、市
債
の
発
行
等
で
な
ん
と
か
し
の
い

で
き
て
い
る
状
況
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

昨
年
11
月
末
に
、平
成
18
年
度
か
ら
22

年
度
ま
で
５
年
間
の
由
布
市
行
財
政
改
革

実
施
計
画
が
策
定
さ
れ
た
様
で
す
が
、数

多
く
の
厳
し
い
項
目
が
盛
り
込
ま
れ
て
お

り
ま
す
。こ
う
し
た
取
組
み
を
着
実
に
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、合
併
し
て
よ
か
っ
た

由
布
市
に
な
る
よ
う
努
力
さ
れ
る
こ
と
を

望
み
ま
す
。

■各会計歳入歳出
決算の状況

■市税の収納状況

（単位 千円）

※市税全体収納率は、対前年比で1.84%上昇している。

【
特
別
委
員
会
で
出
さ
れ
た
主
な
意
見
】

○
款
、款
の
流
用
振
替
は
、地
方
自
治
法
に
違
反

し
て
お
り
違
法
で
あ
る
。

○
公
共
下
水
道
事
業
の
継
続
、廃
止
の
結
論
は
19

年
度
中
に
出
す
予
定
と
な
っ
て
い
る
が
、ど
ち

ら
に
な
っ
て
も
多
大
な
財
源
が
必
要
で
あ
り
慎

重
に
対
応
す
る
こ
と
。

○
滞
納
整
理
に
つ
い
て
管
理
職
の
徴
収
体
制
を
図

る
こ
と
。

○
予
算
不
用
額
の
大
き
い
も
の
は
３
月
議
会
で
補

正
処
理
す
る
こ
と
。

○
選
挙
用
看
板
設
置
箇
所
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
。

○
主
要
施
策
成
果
説
明
書
と
決
算
書
の
金
額
の

相
違
に
つ
い
て
整
合
を
図
る
こ
と
。

○
基
金
か
ら
の
繰
出
金（
肉
用
牛
特
別
導
入
事

業
基
金
）を
一
般
会
計
の
繰
入
金
に
入
れ
る
べ

き
と
こ
ろ
、諸
収
入
に
繰
入
れ
ら
れ
て
お
り
不

適
切
な
事
務
処
理
で
あ
る
こ
と
。

○
予
算
書
の
目
、節
に
つ
い
て
は
事
業
な
ど
が
理

解
し
や
す
い
よ
う
に
改
善
を
図
る
こ
と
。

【
特
別
委
員
会
と
し
て
の
結
果
】

　

平
成
17
年
度
由
布
市
一
般
会
計
及
び
特
別
会

計
決
算
審
査
意
見
書
で
付
さ
れ
た
意
見
や
指
摘

事
項
、ま
た
当
決
算
審
査
特
別
委
員
会
で
出
さ

れ
た
意
見
を
真
摯
に
受
け
と
め
善
処
す
る
こ
と
。

　

特
に
、今
回
の
決
算
認
定
の
金
額
に
は
直
接
影

響
は
無
い
も
の
の
、事
務
処
理
が
不
適
切
な
箇
所

が
あ
り
法
律
違
反
が
あ
る
。

　

当
然
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、今
後
こ

の
様
な
ミ
ス
が
二
度
と
起
こ
ら
な
い
様
猛
省
し
改

善
す
る
こ
と
の
意
見
を
付
し
て「
賛
成
多
数
」で

認
定
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

平
成
17
年
度
決
算
認
定

認
定
議
案
■
平
成
17
年
度
由
布
市
一
般
会

計
及
び
特
別
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

《
認
定
に
反
対
者
の
討
論
》

■
西
郡
均
議
員

　

以
下
の
点
を
考
え
て
、こ
の
決
算
は
認
定
す

べ
き
で
な
い
と
思
い
反
対
討
論
す
る
。

⑴
特
別
委
員
長
の
報
告
の
意
見
の
中
に
も
触
れ

て
い
る
が
、決
算
整
理
事
務
の
ず
さ
ん
さ
が
随

所
に
見
ら
れ
る
。予
算
書
に
も
共
通
す
る
事
だ

が
、内
部
の
チ
ェッ
ク
機
能
が
ほ
と
ん
ど
無
い
。旧

３
町
の
や
り
方
が
違
う
と
か
、パ
ソ
コ
ン
の
不
具

合
の
せ
い
に
す
る
等
の
言
い
訳
は
き
か
な
い
。委

員
長
の
意
見
に
あ
る
様
に
、款
の
相
互
振
替
え

は
地
方
自
治
法
に
違
反
し
て
お
り
、財
政
調
書

に
つ
い
て
も
委
員
会
で
数
字
の
差
し
替
え
を
行

っ
た
。

⑵
総
務
費
の
中
に
防
災
無
線
事
件
に
関
す
る

訴
訟
費
用
の
説
明
が
あ
っ
た
。市
当
局
は
沖
電

気
と
一
緒
に
な
り
談
合
が
な
か
っ
た
と
い
う
裁

判
を
行
っ
た
。市
長
は
判
決
に
し
た
が
っ
て
沖
電

気
に
示
さ
れ
た
金
額
を
請
求
す
れ
ば
良
い
。

⑶
同
和
行
政
に
執
着
す
る
運
動
団
体
に
予
算

を
執
行
し
て
い
る
。す
で
に
同
対
法
も
関
係
法

律
も
切
れ
、人
権
問
題
一
般
の
中
の一つ
と
し
て

取
り
上
げ
る
な
ら
と
も
か
く
、今
だ
に
こ
の
様

な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。早
急
に
打
ち
切
っ
て

欲
し
い
。

⑷
国
保
特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、由
布
市
は
三

年
か
け
て
保
険
料
を
値
上
げ
す
る
予
定
だ
っ
た

が
、結
果
的
に
初
年
度
で
２
億
６
千
万
の
黒
字

と
な
り
、値
上
げ
は
撤
回
し
来
年
度
調
整
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。基
金
も
取
り
崩
す
必
要
は
な

か
っ
た
は
ず
。

《
認
定
に
反
対
者
の
討
論
》

■
小
林
華
弥
子
議
員

　

私
が
こ
の
決
算
認
定
に
反
対
す
る
唯
一の
理

由
は
、委
員
長
の
報
告
に
も
あ
っ
た
様
に
、今
回

の
給
与
の
支
払
い
事
務
に
自
治
法
違
反
が
あ
っ

た
こ
と
。こ
の
事
に
つ
い
て
、執
行
部
は
陳
謝
を

し
た
が
、決
算
認
定
議
案
の
意
義
を
考
え
た
と

き
に
は
、謝
っ
た
か
ら
と
いっ
て
認
め
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。

　

議
会
の
決
算
認
定
と
い
う
の
は
、認
定
し
な

い
か
ら
と
いっ
て
決
算
を
や
り
直
せ
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。決
算
認
定
の
意
味
と
い
う
の
は
、予

算
執
行
者
で
あ
る
市
長
や
会
計
処
理
責
任
者

が
慎
重
適
正
に
予
算
を
執
行
し
た
か
ど
う
か

を
、認
定
す
る（
或
い
は
認
定
し
な
い
）権
限
を

議
会
が
持
た
さ
れ
て
い
る
。つ
ま
り
こ
の
認
定
権

に
よ
っ
て
議
会
が
決
算
に
対
し
て
責
任
を
も
つ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

委
員
長
の
報
告
に
よ
る
と
、今
回
の
不
適
正

な
事
務
処
理
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

り
、二
度
と
起
こ
ら
な
い
様
に
猛
省
し
改
善
を

求
め
る
事
の
意
見
を
付
し
た
と
い
う
が
、い
く
ら

意
見
を
付
し
て
も
、認
定
は
認
定
だ
。こ
う
い

う
法
律
違
反
を
含
む
決
算
を
議
会
が
認
定
す

る
と
い
う
こ
と
は
、結
局
は
、議
会
は
法
律
違
反

を
許
す
と
い
う
事
に
な
る
。法
律
違
反
し
た
っ

て
由
布
市
の
議
会
は
認
め
る
ん
だ
、と
い
う
事
に

な
る
。

　

決
算
を
や
り
直
せ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、こ
う
い
う
法
律
違
反
を
し
た

ら
由
布
市
の
議
会
は
認
め
な
い
、と
い
う
事
を

執
行
部
側
に
き
ち
ん
と
言
っ
て
、そ
れ
を
今
後

の
反
省
材
料
に
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
、こ
の
決

算
認
定
は
絶
対
に
許
し
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。

（
採
決
の
結
果
・
賛
成
多
数
で
認
定
）

反対

賛成
討論

平
成
18
年 

第
１
回
臨
時
議
会

 

が
開
か
れ
ま
し
た
。（
11
月
13
日
）

 

人
事
関
係

■
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
同
意

　
　

前
教
育
委
員
会
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、

新
教
育
委
員
に
二
宮
政
人
氏
の
選
任
に
同
意

し
た
。二
宮
氏
は
昭
和
21
年
生
ま
れ
、挾
間
町

在
住
。元
・
大
分
県
教
育
庁
教
育
審
議
監
等

を
歴
任
。

　
　

議
会
同
意

後
、由
布
市
教

育
委
員
会
に
て

由
布
市
教
育

長
に
就
任
し
た
。



平
成
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第
４
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定
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議
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れ
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し
た
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12
月
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日
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22
日（
18
日
間
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提
案
さ
れ
た
認
定
１
件
、議
案
13
件
、

議
員
発
議
４
件
を
原
案
の
通
り
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認
、

可
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し
、議
案
１
件
を
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に
、
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■
平
成
17
年
度
由
布
市
一
般
会
計
並
び
に
特
別
会
計
決
算

　

平
成
17
年
度
由
布
市
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
決
算
の
認
定
審
査
に
つ
い
て
は
、議
長
を
除

く
全
議
員（
25
名
）に
よ
り
、決
算
審
査
特
別
委
員
会（
委
員
長 

久
保
博
義
）が
設
置
さ
れ
、審
議

を
行
い
ま
し
た
。

　

な
お
、今
回
の
決
算
認
定
は
、前
回
の
平
成
18
年
第
３
回（
９
月
）議
会
で
認
定
し
た
由
布
市
水

道
事
業
会
計
を
除
く
、一
般
会
計
及
び
９
特
別
会
計
に
つ
い
て
行
い
ま
し
た
。い
ず
れ
も
合
併
後

平
成
17
年
10
月
１
日
〜
平
成
18
年
３
月
31
日
ま
で
の
半
年
分
の
決
算
認
定
で
す
。

（単位 千円）

決算額 収入率 決算額 執行率
10,004,344 9,519,522 95.2% 8,906,470 89.0% 613,052

国民健康保険 2,096,792 2,080,315 99.2% 1,810,436 86.3% 269,879
老人保健 2,660,930 2,587,998 97.3% 2,626,379 98.7% △38,381
介護保険 1,555,548 1,566,241 100.7% 1,489,627 95.8% 76,614
簡易水道事業 253,037 261,584 103.4% 234,640 92.7% 26,944
公共下水道事業 9,496 9,494 99.9% 7,725 81.4% 1,769
農業集落排水事業 67,179 66,588 99.1% 62,732 93.4% 3,856
久住飯田南部区域
広域農業開発事業 32,229 32,225 99.9% 32,225 99.9% 0
健康温泉館事業 87,649 87,634 99.9% 87,634 99.9% 0
公共用地先行取得
事業 2,127 2,126 99.9% 2,124 99.9% 2

16,769,331 16,213,727 96.7% 15,259,992 91.0% 953,735

歳入歳出
差引額予算現額 歳　　入 歳　　出

　合　計

一般会計

特
別
会
計

調定額 収入済額 不納
欠損額 収入未済額 収納率

通  年 1,220,559 1,104,219 7,170 109,170 90.5%
（合併後半年分） 681,675 565,335 83.0%

通  年 2,404,986 2,089,692 13,559 301,735 86.9%
（合併後半年分） 934,149 618,855 66.2%

通  年 76,261 68,799 288 7,173 90.2%
（合併後半年分） 10,503 3,041 29.0%

通  年 206,566 206,566 0 0 100.0%
（合併後半年分） 100,049 100,049 100.0%

通  年 2,934 0 1,827 766 0.0%
（合併後半年分） 2,594 0 0.0%

通  年 117,643 113,969 0 3,674 96.9%
（合併後半年分） 62,358 58,684 94.1%

通  年 4,028,949 3,583,245 22,844 422,518 88.9%
（合併後半年分） 1,791,328 1,345,964 75.1%

特別土地保有税

入湯税

合計

市民税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

平
成
17
年
度
由
布
市
一
般
会
計

及
び
特
別
会
計
決
算
審
査
を
終
え
て

由
布
市
代
表
監
査
委
員  　

宮
﨑 

亮
一

由
布
市
議
会
選
出
監
査
委
員  

吉
村 

幸
治

　

今
回
の
決
算
は
、昨
年
10
月
に
旧
３
町

が
合
併
し
由
布
市
と
な
り
、旧
町
か
ら
引

継
い
だ
17
年
度
後
半
の
半
年
分
の
期
間
で

あ
る
た
め
、計
数
の
正
確
性
、予
算
の
執
行

状
況
、財
産
、基
金
の
管
理
運
営
状
況
、決

算
の
内
容
等
に
つ
い
て
審
査
を
行
な
い
ま
し

た
。

  

審
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、由
布
市
の
平

成
17
年
度
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
の
歳

入
歳
出
決
算
表
示
の
計
数
は
、関
係
諸
帳

票
及
び
証
憑
書
類
と
合
致
し
て
お
り
、旧

町
か
ら
引
継
ぎ
の
予
算
執
行
状
況
に
つ
い

て
は
、支
出
費
目
に
お
い
て
一
部
不
適
正
な

事
務
処
理
の
事
例
が
あ
り
ま
し
た
が
、お
お

む
ね
妥
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

  

合
併
後
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
は
、財
源

不
足
を
補
う
た
め
財
政
調
整
基
金
の
取
り

崩
し
、市
債
の
発
行
等
で
な
ん
と
か
し
の
い

で
き
て
い
る
状
況
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

昨
年
11
月
末
に
、平
成
18
年
度
か
ら
22

年
度
ま
で
５
年
間
の
由
布
市
行
財
政
改
革

実
施
計
画
が
策
定
さ
れ
た
様
で
す
が
、数

多
く
の
厳
し
い
項
目
が
盛
り
込
ま
れ
て
お

り
ま
す
。こ
う
し
た
取
組
み
を
着
実
に
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、合
併
し
て
よ
か
っ
た

由
布
市
に
な
る
よ
う
努
力
さ
れ
る
こ
と
を

望
み
ま
す
。

■各会計歳入歳出
決算の状況

■市税の収納状況

（単位 千円）

※市税全体収納率は、対前年比で1.84%上昇している。

【
特
別
委
員
会
で
出
さ
れ
た
主
な
意
見
】

○
款
、款
の
流
用
振
替
は
、地
方
自
治
法
に
違
反

し
て
お
り
違
法
で
あ
る
。

○
公
共
下
水
道
事
業
の
継
続
、廃
止
の
結
論
は
19

年
度
中
に
出
す
予
定
と
な
っ
て
い
る
が
、ど
ち

ら
に
な
っ
て
も
多
大
な
財
源
が
必
要
で
あ
り
慎

重
に
対
応
す
る
こ
と
。

○
滞
納
整
理
に
つ
い
て
管
理
職
の
徴
収
体
制
を
図

る
こ
と
。

○
予
算
不
用
額
の
大
き
い
も
の
は
３
月
議
会
で
補

正
処
理
す
る
こ
と
。

○
選
挙
用
看
板
設
置
箇
所
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
。

○
主
要
施
策
成
果
説
明
書
と
決
算
書
の
金
額
の

相
違
に
つ
い
て
整
合
を
図
る
こ
と
。

○
基
金
か
ら
の
繰
出
金（
肉
用
牛
特
別
導
入
事

業
基
金
）を
一
般
会
計
の
繰
入
金
に
入
れ
る
べ

き
と
こ
ろ
、諸
収
入
に
繰
入
れ
ら
れ
て
お
り
不

適
切
な
事
務
処
理
で
あ
る
こ
と
。

○
予
算
書
の
目
、節
に
つ
い
て
は
事
業
な
ど
が
理

解
し
や
す
い
よ
う
に
改
善
を
図
る
こ
と
。

【
特
別
委
員
会
と
し
て
の
結
果
】

　

平
成
17
年
度
由
布
市
一
般
会
計
及
び
特
別
会

計
決
算
審
査
意
見
書
で
付
さ
れ
た
意
見
や
指
摘

事
項
、ま
た
当
決
算
審
査
特
別
委
員
会
で
出
さ

れ
た
意
見
を
真
摯
に
受
け
と
め
善
処
す
る
こ
と
。

　

特
に
、今
回
の
決
算
認
定
の
金
額
に
は
直
接
影

響
は
無
い
も
の
の
、事
務
処
理
が
不
適
切
な
箇
所

が
あ
り
法
律
違
反
が
あ
る
。

　

当
然
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、今
後
こ

の
様
な
ミ
ス
が
二
度
と
起
こ
ら
な
い
様
猛
省
し
改

善
す
る
こ
と
の
意
見
を
付
し
て「
賛
成
多
数
」で

認
定
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

平
成
17
年
度
決
算
認
定

認
定
議
案
■
平
成
17
年
度
由
布
市
一
般
会

計
及
び
特
別
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

《
認
定
に
反
対
者
の
討
論
》

■
西
郡
均
議
員

　

以
下
の
点
を
考
え
て
、こ
の
決
算
は
認
定
す

べ
き
で
な
い
と
思
い
反
対
討
論
す
る
。

⑴
特
別
委
員
長
の
報
告
の
意
見
の
中
に
も
触
れ

て
い
る
が
、決
算
整
理
事
務
の
ず
さ
ん
さ
が
随

所
に
見
ら
れ
る
。予
算
書
に
も
共
通
す
る
事
だ

が
、内
部
の
チ
ェッ
ク
機
能
が
ほ
と
ん
ど
無
い
。旧

３
町
の
や
り
方
が
違
う
と
か
、パ
ソ
コ
ン
の
不
具

合
の
せ
い
に
す
る
等
の
言
い
訳
は
き
か
な
い
。委

員
長
の
意
見
に
あ
る
様
に
、款
の
相
互
振
替
え

は
地
方
自
治
法
に
違
反
し
て
お
り
、財
政
調
書

に
つ
い
て
も
委
員
会
で
数
字
の
差
し
替
え
を
行

っ
た
。

⑵
総
務
費
の
中
に
防
災
無
線
事
件
に
関
す
る

訴
訟
費
用
の
説
明
が
あ
っ
た
。市
当
局
は
沖
電

気
と
一
緒
に
な
り
談
合
が
な
か
っ
た
と
い
う
裁

判
を
行
っ
た
。市
長
は
判
決
に
し
た
が
っ
て
沖
電

気
に
示
さ
れ
た
金
額
を
請
求
す
れ
ば
良
い
。

⑶
同
和
行
政
に
執
着
す
る
運
動
団
体
に
予
算

を
執
行
し
て
い
る
。す
で
に
同
対
法
も
関
係
法

律
も
切
れ
、人
権
問
題
一
般
の
中
の一つ
と
し
て

取
り
上
げ
る
な
ら
と
も
か
く
、今
だ
に
こ
の
様

な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。早
急
に
打
ち
切
っ
て

欲
し
い
。

⑷
国
保
特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、由
布
市
は
三

年
か
け
て
保
険
料
を
値
上
げ
す
る
予
定
だ
っ
た

が
、結
果
的
に
初
年
度
で
２
億
６
千
万
の
黒
字

と
な
り
、値
上
げ
は
撤
回
し
来
年
度
調
整
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。基
金
も
取
り
崩
す
必
要
は
な

か
っ
た
は
ず
。

《
認
定
に
反
対
者
の
討
論
》

■
小
林
華
弥
子
議
員

　

私
が
こ
の
決
算
認
定
に
反
対
す
る
唯
一の
理

由
は
、委
員
長
の
報
告
に
も
あ
っ
た
様
に
、今
回

の
給
与
の
支
払
い
事
務
に
自
治
法
違
反
が
あ
っ

た
こ
と
。こ
の
事
に
つ
い
て
、執
行
部
は
陳
謝
を

し
た
が
、決
算
認
定
議
案
の
意
義
を
考
え
た
と

き
に
は
、謝
っ
た
か
ら
と
いっ
て
認
め
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。

　

議
会
の
決
算
認
定
と
い
う
の
は
、認
定
し
な

い
か
ら
と
いっ
て
決
算
を
や
り
直
せ
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。決
算
認
定
の
意
味
と
い
う
の
は
、予

算
執
行
者
で
あ
る
市
長
や
会
計
処
理
責
任
者

が
慎
重
適
正
に
予
算
を
執
行
し
た
か
ど
う
か

を
、認
定
す
る（
或
い
は
認
定
し
な
い
）権
限
を

議
会
が
持
た
さ
れ
て
い
る
。つ
ま
り
こ
の
認
定
権

に
よ
っ
て
議
会
が
決
算
に
対
し
て
責
任
を
も
つ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

委
員
長
の
報
告
に
よ
る
と
、今
回
の
不
適
正

な
事
務
処
理
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

り
、二
度
と
起
こ
ら
な
い
様
に
猛
省
し
改
善
を

求
め
る
事
の
意
見
を
付
し
た
と
い
う
が
、い
く
ら

意
見
を
付
し
て
も
、認
定
は
認
定
だ
。こ
う
い

う
法
律
違
反
を
含
む
決
算
を
議
会
が
認
定
す

る
と
い
う
こ
と
は
、結
局
は
、議
会
は
法
律
違
反

を
許
す
と
い
う
事
に
な
る
。法
律
違
反
し
た
っ

て
由
布
市
の
議
会
は
認
め
る
ん
だ
、と
い
う
事
に

な
る
。

　

決
算
を
や
り
直
せ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、こ
う
い
う
法
律
違
反
を
し
た

ら
由
布
市
の
議
会
は
認
め
な
い
、と
い
う
事
を

執
行
部
側
に
き
ち
ん
と
言
っ
て
、そ
れ
を
今
後

の
反
省
材
料
に
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
、こ
の
決

算
認
定
は
絶
対
に
許
し
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。

（
採
決
の
結
果
・
賛
成
多
数
で
認
定
）

反対

賛成
討論

平
成
18
年 

第
１
回
臨
時
議
会

 

が
開
か
れ
ま
し
た
。（
11
月
13
日
）

 

人
事
関
係

■
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
同
意

　
　

前
教
育
委
員
会
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、

新
教
育
委
員
に
二
宮
政
人
氏
の
選
任
に
同
意

し
た
。二
宮
氏
は
昭
和
21
年
生
ま
れ
、挾
間
町

在
住
。元
・
大
分
県
教
育
庁
教
育
審
議
監
等

を
歴
任
。

　
　

議
会
同
意

後
、由
布
市
教

育
委
員
会
に
て

由
布
市
教
育

長
に
就
任
し
た
。
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条　

例

■
由
布
市
農
業
交
流
セ
ン
タ
ー
条

例
の
制
定（
議
案
取
り
下
げ
）

　
　

由
布
市
農
業
交
流
セ
ン
タ
ー

（
通
称「
川
の
駅
」）を
指
定
管
理
者

制
度
に
よ
る
管
理
を
可
能
に
す
る

た
め
の
条
例
制
定
議
案
で
あ
っ
た

が
、上
程
後
に
提
出
者（
市
長
）よ

り「
指
定
管
理
に
伴
い
事
前
の
協

議
が
必
要
と
なっ
た
た
め
」議
案
の

取
り
下
げ
が
行
わ
れ
た
。

■
由
布
市
挾
間
高
齢
者
等
就
業
支

援
セ
ン
タ
ー
条
例
の
制
定

　
　

挾
間
高
齢
者
等
就
業
支
援
セ

ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
制
度
に
よ

る
管
理
を
可
能
に
す
る
た
め
の

条
例
制
定
。

■
由
布
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部

改
正

　
　

消
防
職
員
の
定
数
を
増
員
し
、

退
職
予
定
者
が
退
職
す
る
前
に
、

新
採
用
者
を
事
前
に
雇
用
し
、

一
定
期
間
の
訓
練
を
受
け
ら
れ

る
様
に
す
る
た
め
の
条
例
改
正
。

■
由
布
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の一
部
改
正

　
　

人
事
院
勧
告
に
よ
る
扶
養
手

当
を
改
正
し
、更
に
職
員
の
給
料

表
を
行
政
職
給
料
表
に
統
一
し

公
安
職
給
料
表
を
廃
止
す
る
た

め
の
条
例
改
正
。

■
由
布
市
陣
屋
の
村
歴
史
民
俗
資

料
館
条
例
の
制
定（
継
続
審
査
）

■
由
布
市
陣
屋
の
村
自
然
活
用
施

設
条
例
の
一
部
改
正（
否
決
）

　
　

指
定
管
理
に
出
さ
れ
て
い
る

陣
屋
の
村
自
然
活
用
施
設
の
う

ち
、歴
史
民
俗
資
料
館
部
分
に
つ

い
て
は
、教
育
委
員
会
が
直
轄
運

営
を
行
っ
て
い
る
た
め
、別
に
設

置
条
例
を
制
定
し
、行
政
財
産

と
し
て
管
理
を
す
る
た
め
の
条

例
制
定
及
び
改
正
。

　
　

前
者
に
つ
い
て
は
継
続
審
査
と

し
、後
者
に
つ
い
て
は
、そ
の
扱
い

が
決
定
す
る
ま
で
は
条
例
改
正

で
き
な
い
た
め
否
決
し
た
。

市
道
認
定

■
川
北
２
号
線

　
　

湯
布
院
川
北
湯
布
院
中
学
校

横
か
ら
宮
川
中
橋
を
結
ぶ
総
延

長
２
３
０ｍ
、幅
員
３
〜
４ｍ
を
市

道
と
す
る
も
の
。平
成
18
年
第
３

回（
９
月
）議
会
に
て
請
願
が
採

択
さ
れ
た
も
の
。

そ
の
他

■
二
級
河
川（
津
房
川
）指
定
変
更

　
　

大
分
県
知
事
か
ら
諮
問
が
あ
っ

た
た
め
湯
布
院
塚
原
の
二
級
河
川

（
通
称「
雛
戸
川
」）の
上
流
端
を

県
道
奈
良
山
橋
ま
で
２
９
０
０ｍ

延
長
し
、二
級
河
川（
津
房
川
）に

指
定
変
更
す
る
も
の
。

■
大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
の
設
置

　
　

平
成
19
年
２
月
１
日
か
ら
大

分
市
外
17
市
町
村
と
後
期
高
齢

者
医
療
に
関
す
る
事
務
の一
部
を

共
同
処
理
す
る
た
め
広
域
連
合

を
設
置
す
る
も
の
。

継
続
審
査
の
結
果

■
由
布
市
土
地
改
良
事
業
に
要
す

る
経
費
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正（
否
決
）

　

厳
し
い
財
政
状
況
か
ら
、土
地

改
良
事
業
の
賦
課
徴
収
率
を
変

更
す
る
も
の
。平
成
18
年

第
３
回（
９
月
）議
会
に

て
観
光
経
済
常
任
委
員

会
で
継
続
審
査
と
な
っ
て

い
た
も
の
。

主な歳入補正
地方交付税 15,345
国庫補助金 181,630
寄附金 2,856
主な歳出補正
コミュニティバス
試験運行委託料 11,616
市民税入力業務委託料 1,640
地域介護・福祉空間
整備補助金 65,000
高齢者インフルエンザ
予防接種委託料 4,824
草地林地一体化利用
総合整備補助金 6,362
川の駅工事請負費 1,780
道路維持費 20,000
道路新設改良工事請負費 △ 31,950
消防自動車等
機械器具購入費 23,487
各小学校補修工事請負費 21,000
自治公民館整備補助金 5,500
財政調整基金積立金 336,000

補正額 累計額
■国民健康保険 315,312 3,783,446
■老人保健 4,475 4,897,898
■介護保険 218,361 2,978,141
■簡易水道事業 1,193 225,353
■農業集落排水事業 1,851 114,363
■公共用地先行取得事業 0 3,992

 補正予算 　　　　補正額 　6億  588万2千円
■H18年度一般会計　累計額 158億2,558万7千円

■H18年度特別会計 （単位 千円）

（単位 千円）

由
布
大
分
環
境
衛
生
組
合
議
会

由
布
大
分
環
境
衛
生
組
合
議
会
議
長 

山
村
博
司

第
２
回
定
例
議
会
の
報
告

■
開
催
日　

平
成
18
年
11
月
27
日

■
決
算
認
定　

　

平
成
17
年
度

由
布
大
分
環
境
衛
生
組
合
歳
入
歳
出
決
算

　
　

平
成
17
年
度
の
決
算
額
は
、

　

収
入
済
額
４
億
８
、８
２
８
万
３
、３
３
２
円
。

　

支
出
済
額
４
億
４
、９
０
６
万
１
、７
２
０
円
。

　

差
引
残
額
３
、９
２
２
万
１
、６
１
２
円（
翌
年

度
繰
越
金
）。

　
　

慎
重
審
議
の
結
果
、賛
成
多
数
で
承
認
。

　

代
表
監
査
委
員
に
よ
る
決
算
審
査
意
見
報
告

　
　

合
併
に
よ
る
条
例・規
則
も
整
備
さ
れ
、的

確
な
会
計
処
理
が
な
さ
れ
円
滑
な
運
営
に
努

力
し
て
い
ま
す
。当
該
施
設
は
、休
止
す
る
事

の
出
来
な
い
フ
ル
稼
働
の
施
設
で
あ
り
、管
理

の
徹
底
と
原
油
の
高
騰
に
よ
る
光
熱
水
費
の

増
加
に
対
応
す
る
な
ど
、更
な
る
運
営
の
適

正
化
を
望
み
ま
す
。

　
■
議
案　

平
成
18
年
度
補
正
予
算（
第
２
号
）

　
　

今
回
の
補
正
予
算
は
、歳
入
歳
出
予
算
額

は
計
上
せ
ず
債
務
負
担
行
為
の
み
を
計
上
。

こ
れ
は
大
分
市「
野
津
原
地
域
」を
業
務
委

託
す
る
に
あ
た
り
入
札
を
平
成
18
年
度
に
執

行
す
る
た
め
。期
間
は
平
成
18
〜
22
年
度
ま

で
。限
度
額
１
億
円
。可
決
し
た
。

由
布
市
農
業
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

川
の
駅
組
合
の
解
散
議

事
録
を
公
開
し
て
い
た

だ
き
た
い
。ま
た
、川
の
駅
の
出
資
者
が
財
産
権

を
請
求
す
る
こ
と
は
無
い
と
説
明
し
た
が
文
書

が
あ
る
の
か
。

（
農
政
課
長
）大
分
川
の
管
理
棟
を
改

修
し
て
、川
の
駅
組
合
に
貸
し
て
い
た
。

解
散
議
事
録
は
、行
政
に
無
い
の
で
川
の
駅
の

方
に
要
望
す
る
。財
産
権
は
請
求
し
な
い
旨
の

文
書
は
代
表
者
か
ら
頂
い
て
い
る
。

大
分
川
管
理
棟
の
時
は

ト
イ
レ
の
清
掃
等
を
地

元
の
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
で
し
て
い
た
。川
の
駅
の
時

は
組
合
の
方
が
し
て
く
れ
た
が
、今
回
地
元
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
農
政
課
長
）今
後
も
地
元
と
協
議
し

な
が
ら
進
め
て
い
く
。

指
定
管
理
者
は
公
募
を

す
る
と
い
う
説
明
だ
っ
た

が
、す
で
に
施
設
を
使
う
団
体
が
工
事
を
進
め

て
い
る
。筋
が
通
ら
な
い
の
で
こ
の
議
案
は
取
り

下
げ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
こ
の
質
疑
後
、当
議
案
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
）

由
布
市
挾
間
高
齢
者
等
就
業
支
援

セ
ン
タ
ー
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

こ
の
施
設
は
挾
間
に
限

定
せ
ず
全
市
に
広
め
る

考
え
は
無
い
の
か
。

（
福
祉
対
策
課
長
）当
施
設
を
事
務
所

に
し
て
い
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は

由
布
市
全
体
の
人
材
を
支
援
し
て
い
る
。

由
布
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

公
安
職
給
料
表
を
削
除

す
る
こ
と
に
つ
い
て
消
防

職
員
に
説
明
し
た
と
い
う
が
、職
員
は
納
得
し

て
い
る
の
か
。

（
消
防
長
）職
員
給
与
の
格
付
け
が
３

歳
刻
み
で
１
号
ず
つ
上
が
る
と
い
う
変

則
的
な
部
分
は
残
っ
て
い
る
が
、行
政
職
給
料

表
に
横
滑
り
で
現
給
保
障
を
し
て
い
た
だ
け
る

と
い
う
こ
と
で
、70
％
か
ら
80
％
は
賛
成
し
て
い

た
だ
い
て
い
る
と
思
う
。

由
布
市
陣
屋
の
村
自
然
活
用
施
設

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

３
月
に
陣
屋
の
村
施
設

条
例
が
制
定
さ
れ
、９
月

に
指
定
管
理
者
が
決
ま
っ
た
。当
時
、歴
史
民

俗
資
料
館
に
つ
い
て
の
詳
細
説
明
が
無
か
っ
た
の

で
議
会
の
審
議
も
不
足
し
て
い
た
。今
後
こ
う

い
う
事
の
な
い
様
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
農
政
課
長
）施
設
条
例
を
つ
く
る
前

に
精
査
を
す
べ
き
だ
っ
た
と
反
省
し
て

い
る
。申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

条
文
を
チ
ェッ
ク
す
る
法

規
係
を
置
く
と
約
束
し

て
い
る
が
市
長
に
そ
の
考
え
は
あ
る
の
か
。　

（
市
長
）来
年
３
月
の
人
事
異
動
で
、設

置
す
る
。　

大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

の
設
置
に
つ
い
て

由
布
市
か
ら
職
員
を
何

名
派
遣
す
る
の
か
。派
遣

に
か
か
わ
る
労
使
協
議
は
済
ん
で
い
る
か
。派

遣
元
の
課
に
補
充
は
考
え
て
い
る
の
か
。

（
総
務
課
長
）派
遣
に
か
か
わ
る
組
合
と

の
協
議
は
済
ん
で
い
る
。補
充
に
つ
い
て

は
来
年
４
月
の
定
期
異
動
で
業
務
に
負
荷
が
か

か
ら
ぬ
よ
う
総
合
的
に
判
断
す
る
。

（
保
険
課
長
）由
布
市
に
は
１
名
が
割
り
当
て

ら
れ
て
お
り
、主
事
を
派
遣
す
る
予
定
。派
遣

す
る
職
員
の
労
働
条
件
は
広
域
連
合
準
備
委

員
会
の
給
与
部
会
で
協
議
中
。

国
民
健
康
保
険
、老
人
保

健
制
度
と
ど
う
係
わ
っ
て

く
る
の
か
。

（
保
険
課
長
）老
人
保
健
制
度
が
平
成

20
年
度
か
ら
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢

者
を
対
象
に
し
た
医
療
制
度
に
変
わ
る
。65
歳

か
ら
75
歳
ま
で
の
寝
た
き
り
の
高
齢
者
も
含

ま
れ
る
。対
象
者
は
国
保
か
ら
抜
け
、独
自
に

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
る
。

由
布
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）に
つ
い
て

コ
ミ
ニ
テ
イ
バ
ス
は
、バ
ス
停

以
外
で
も
乗
り
降
り
で

き
る
の
か
。有
料
に
な
る
と
金
銭
の
管
理
体
制

は
ど
う
な
る
の
か
。

（
総
合
政
策
課
長
）極
力
バ
ス
停
で
乗
り

降
り
し
て
い
た
だ
く
が
、周
辺
部
に
つ
い

て
は
便
宜
を
図
っ
て
い
き
た
い
。お
金
は
バ
ス
会

社
、タ
ク
シ
ー
協
会
と
の
信
頼
関
係
で
管
理
し

て
い
た
だ
く
。

補
正
予
算
の
説
明
は
、ど

う
し
て
年
度
途
中
に
増

額・減
額
す
る
の
か
を
説
明
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

小
松
寮
の
工
事
は
な
ぜ
当
初
予
算
に
上
が
ら

な
か
っ
た
の
か
。道
路
維
持
費
は
当
初
予
算
の

審
議
で
各
町
１
千
万
で
は
少
な
い
と
い
わ
れ
て

い
た
が
、結
果
的
に
３
倍
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
で
は
何
の
た
め
の
当
初
予
算
審
議
だ
っ

た
の
か
。も
っ
と
計
画
的
に
予
算
組
み
が
で
き

な
い
の
か
。財
政
課
は
ど
こ
ま
で
把
握
し
て
い
る

の
か
。（

財
政
課
長
）担
当
課
は
把
握
し
て
い
る

が
、財
政
課
で
は
把
握
し
て
な
い
。（
小

松
寮
長
）予
算
等
の
都
合
で
生
活
費
等
の
見
通

し
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
組
み
換
え
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
建
設
課
長
）財
政
事
情
も
あ
る
。当
初
は
災

害
復
旧
の
対
応
で
道
路
維
持
ま
で
手
が
回
ら

な
い
と
思
っ
て
い
た
。

消
防
施
設
の
小
型
ポ
ン
プ

車
は
ど
こ
か
。由
布
市
の

補
助
金
要
綱
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
総
務
部
長
）挾
間
庄
内
で
は
普
通
車

に
つ
い
て
は
最
高
４
８
０
万
円
ま
で
、軽

自
動
車
は
全
額
市
が
出
す
。
湯
布
院
の

１
４
０
０
万
円
を
越
す
消
防
自
動
車
に
つ
い
て

は
60
％
補
助
で
残
り
を
自
治
区
の
負
担
で
お

願
い
し
て
い
る
。

障
害
者
福
祉
の
中
で
、障

害
児
の
日
常
用
具
の
給

付
費
を
増
額
し
て
い
る
が
、内
訳
と
補
助
率
は

ど
の
く
ら
い
か
。

（
福
祉
対
策
課
長
）特
殊
寝
台
１
台
、特

殊
マッ
ト
１
台
、紙
お
む
つ
18
で
、補
助
率

は
２
分
の
１
。

議
案
に
関
す
る

質
疑
応
答

Q.
丹
生
文
雄議
員

A.A.Q.
佐
藤
人
巳議
員

A.

A.

A.

Q.
西
郡
均

議
員

A. Q.
高
橋
義
孝議

員

Q.
佐
藤
郁
夫議
員

A.

A.Q.
立
川
剛
志議
員

Q.
渕
野
け
さ
子
議
員

A.

Q.
二
宮
英
俊議
員

A.

Q.
佐
藤
正
議
員

A.

Q.
吉
村
幸
治議

員

Q.
田
中
真
理
子

議
員

Q.
佐
藤
郁
夫議
員

A.

Q.
小
林
華
弥
子

議
員
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条　

例

■
由
布
市
農
業
交
流
セ
ン
タ
ー
条

例
の
制
定（
議
案
取
り
下
げ
）

　
　

由
布
市
農
業
交
流
セ
ン
タ
ー

（
通
称「
川
の
駅
」）を
指
定
管
理
者

制
度
に
よ
る
管
理
を
可
能
に
す
る

た
め
の
条
例
制
定
議
案
で
あ
っ
た

が
、上
程
後
に
提
出
者（
市
長
）よ

り「
指
定
管
理
に
伴
い
事
前
の
協

議
が
必
要
と
なっ
た
た
め
」議
案
の

取
り
下
げ
が
行
わ
れ
た
。

■
由
布
市
挾
間
高
齢
者
等
就
業
支

援
セ
ン
タ
ー
条
例
の
制
定

　
　

挾
間
高
齢
者
等
就
業
支
援
セ

ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
制
度
に
よ

る
管
理
を
可
能
に
す
る
た
め
の

条
例
制
定
。

■
由
布
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部

改
正

　
　

消
防
職
員
の
定
数
を
増
員
し
、

退
職
予
定
者
が
退
職
す
る
前
に
、

新
採
用
者
を
事
前
に
雇
用
し
、

一
定
期
間
の
訓
練
を
受
け
ら
れ

る
様
に
す
る
た
め
の
条
例
改
正
。

■
由
布
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の一
部
改
正

　
　

人
事
院
勧
告
に
よ
る
扶
養
手

当
を
改
正
し
、更
に
職
員
の
給
料

表
を
行
政
職
給
料
表
に
統
一
し

公
安
職
給
料
表
を
廃
止
す
る
た

め
の
条
例
改
正
。

■
由
布
市
陣
屋
の
村
歴
史
民
俗
資

料
館
条
例
の
制
定（
継
続
審
査
）

■
由
布
市
陣
屋
の
村
自
然
活
用
施

設
条
例
の
一
部
改
正（
否
決
）

　
　

指
定
管
理
に
出
さ
れ
て
い
る

陣
屋
の
村
自
然
活
用
施
設
の
う

ち
、歴
史
民
俗
資
料
館
部
分
に
つ

い
て
は
、教
育
委
員
会
が
直
轄
運

営
を
行
っ
て
い
る
た
め
、別
に
設

置
条
例
を
制
定
し
、行
政
財
産

と
し
て
管
理
を
す
る
た
め
の
条

例
制
定
及
び
改
正
。

　
　

前
者
に
つ
い
て
は
継
続
審
査
と

し
、後
者
に
つ
い
て
は
、そ
の
扱
い

が
決
定
す
る
ま
で
は
条
例
改
正

で
き
な
い
た
め
否
決
し
た
。

市
道
認
定

■
川
北
２
号
線

　
　

湯
布
院
川
北
湯
布
院
中
学
校

横
か
ら
宮
川
中
橋
を
結
ぶ
総
延

長
２
３
０ｍ
、幅
員
３
〜
４ｍ
を
市

道
と
す
る
も
の
。平
成
18
年
第
３

回（
９
月
）議
会
に
て
請
願
が
採

択
さ
れ
た
も
の
。

そ
の
他

■
二
級
河
川（
津
房
川
）指
定
変
更

　
　

大
分
県
知
事
か
ら
諮
問
が
あ
っ

た
た
め
湯
布
院
塚
原
の
二
級
河
川

（
通
称「
雛
戸
川
」）の
上
流
端
を

県
道
奈
良
山
橋
ま
で
２
９
０
０ｍ

延
長
し
、二
級
河
川（
津
房
川
）に

指
定
変
更
す
る
も
の
。

■
大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
の
設
置

　
　

平
成
19
年
２
月
１
日
か
ら
大

分
市
外
17
市
町
村
と
後
期
高
齢

者
医
療
に
関
す
る
事
務
の一
部
を

共
同
処
理
す
る
た
め
広
域
連
合

を
設
置
す
る
も
の
。

継
続
審
査
の
結
果

■
由
布
市
土
地
改
良
事
業
に
要
す

る
経
費
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正（
否
決
）

　

厳
し
い
財
政
状
況
か
ら
、土
地

改
良
事
業
の
賦
課
徴
収
率
を
変

更
す
る
も
の
。平
成
18
年

第
３
回（
９
月
）議
会
に

て
観
光
経
済
常
任
委
員

会
で
継
続
審
査
と
な
っ
て

い
た
も
の
。

主な歳入補正
地方交付税 15,345
国庫補助金 181,630
寄附金 2,856
主な歳出補正
コミュニティバス
試験運行委託料 11,616
市民税入力業務委託料 1,640
地域介護・福祉空間
整備補助金 65,000
高齢者インフルエンザ
予防接種委託料 4,824
草地林地一体化利用
総合整備補助金 6,362
川の駅工事請負費 1,780
道路維持費 20,000
道路新設改良工事請負費 △ 31,950
消防自動車等
機械器具購入費 23,487
各小学校補修工事請負費 21,000
自治公民館整備補助金 5,500
財政調整基金積立金 336,000

補正額 累計額
■国民健康保険 315,312 3,783,446
■老人保健 4,475 4,897,898
■介護保険 218,361 2,978,141
■簡易水道事業 1,193 225,353
■農業集落排水事業 1,851 114,363
■公共用地先行取得事業 0 3,992

 補正予算 　　　　補正額 　6億  588万2千円
■H18年度一般会計　累計額 158億2,558万7千円

■H18年度特別会計 （単位 千円）

（単位 千円）

由
布
大
分
環
境
衛
生
組
合
議
会

由
布
大
分
環
境
衛
生
組
合
議
会
議
長 

山
村
博
司

第
２
回
定
例
議
会
の
報
告

■
開
催
日　

平
成
18
年
11
月
27
日

■
決
算
認
定　

　

平
成
17
年
度

由
布
大
分
環
境
衛
生
組
合
歳
入
歳
出
決
算

　
　

平
成
17
年
度
の
決
算
額
は
、

　

収
入
済
額
４
億
８
、８
２
８
万
３
、３
３
２
円
。

　

支
出
済
額
４
億
４
、９
０
６
万
１
、７
２
０
円
。

　

差
引
残
額
３
、９
２
２
万
１
、６
１
２
円（
翌
年

度
繰
越
金
）。

　
　

慎
重
審
議
の
結
果
、賛
成
多
数
で
承
認
。

　

代
表
監
査
委
員
に
よ
る
決
算
審
査
意
見
報
告

　
　

合
併
に
よ
る
条
例・規
則
も
整
備
さ
れ
、的

確
な
会
計
処
理
が
な
さ
れ
円
滑
な
運
営
に
努

力
し
て
い
ま
す
。当
該
施
設
は
、休
止
す
る
事

の
出
来
な
い
フ
ル
稼
働
の
施
設
で
あ
り
、管
理

の
徹
底
と
原
油
の
高
騰
に
よ
る
光
熱
水
費
の

増
加
に
対
応
す
る
な
ど
、更
な
る
運
営
の
適

正
化
を
望
み
ま
す
。

　
■
議
案　

平
成
18
年
度
補
正
予
算（
第
２
号
）

　
　

今
回
の
補
正
予
算
は
、歳
入
歳
出
予
算
額

は
計
上
せ
ず
債
務
負
担
行
為
の
み
を
計
上
。

こ
れ
は
大
分
市「
野
津
原
地
域
」を
業
務
委

託
す
る
に
あ
た
り
入
札
を
平
成
18
年
度
に
執

行
す
る
た
め
。期
間
は
平
成
18
〜
22
年
度
ま

で
。限
度
額
１
億
円
。可
決
し
た
。

由
布
市
農
業
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

川
の
駅
組
合
の
解
散
議

事
録
を
公
開
し
て
い
た

だ
き
た
い
。ま
た
、川
の
駅
の
出
資
者
が
財
産
権

を
請
求
す
る
こ
と
は
無
い
と
説
明
し
た
が
文
書

が
あ
る
の
か
。

（
農
政
課
長
）大
分
川
の
管
理
棟
を
改

修
し
て
、川
の
駅
組
合
に
貸
し
て
い
た
。

解
散
議
事
録
は
、行
政
に
無
い
の
で
川
の
駅
の

方
に
要
望
す
る
。財
産
権
は
請
求
し
な
い
旨
の

文
書
は
代
表
者
か
ら
頂
い
て
い
る
。

大
分
川
管
理
棟
の
時
は

ト
イ
レ
の
清
掃
等
を
地

元
の
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
で
し
て
い
た
。川
の
駅
の
時

は
組
合
の
方
が
し
て
く
れ
た
が
、今
回
地
元
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
農
政
課
長
）今
後
も
地
元
と
協
議
し

な
が
ら
進
め
て
い
く
。

指
定
管
理
者
は
公
募
を

す
る
と
い
う
説
明
だ
っ
た

が
、す
で
に
施
設
を
使
う
団
体
が
工
事
を
進
め

て
い
る
。筋
が
通
ら
な
い
の
で
こ
の
議
案
は
取
り

下
げ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
こ
の
質
疑
後
、当
議
案
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
）

由
布
市
挾
間
高
齢
者
等
就
業
支
援

セ
ン
タ
ー
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

こ
の
施
設
は
挾
間
に
限

定
せ
ず
全
市
に
広
め
る

考
え
は
無
い
の
か
。

（
福
祉
対
策
課
長
）当
施
設
を
事
務
所

に
し
て
い
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は

由
布
市
全
体
の
人
材
を
支
援
し
て
い
る
。

由
布
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

公
安
職
給
料
表
を
削
除

す
る
こ
と
に
つ
い
て
消
防

職
員
に
説
明
し
た
と
い
う
が
、職
員
は
納
得
し

て
い
る
の
か
。

（
消
防
長
）職
員
給
与
の
格
付
け
が
３

歳
刻
み
で
１
号
ず
つ
上
が
る
と
い
う
変

則
的
な
部
分
は
残
っ
て
い
る
が
、行
政
職
給
料

表
に
横
滑
り
で
現
給
保
障
を
し
て
い
た
だ
け
る

と
い
う
こ
と
で
、70
％
か
ら
80
％
は
賛
成
し
て
い

た
だ
い
て
い
る
と
思
う
。

由
布
市
陣
屋
の
村
自
然
活
用
施
設

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

３
月
に
陣
屋
の
村
施
設

条
例
が
制
定
さ
れ
、９
月

に
指
定
管
理
者
が
決
ま
っ
た
。当
時
、歴
史
民

俗
資
料
館
に
つ
い
て
の
詳
細
説
明
が
無
か
っ
た
の

で
議
会
の
審
議
も
不
足
し
て
い
た
。今
後
こ
う

い
う
事
の
な
い
様
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
農
政
課
長
）施
設
条
例
を
つ
く
る
前

に
精
査
を
す
べ
き
だ
っ
た
と
反
省
し
て

い
る
。申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

条
文
を
チ
ェッ
ク
す
る
法

規
係
を
置
く
と
約
束
し

て
い
る
が
市
長
に
そ
の
考
え
は
あ
る
の
か
。　

（
市
長
）来
年
３
月
の
人
事
異
動
で
、設

置
す
る
。　

大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

の
設
置
に
つ
い
て

由
布
市
か
ら
職
員
を
何

名
派
遣
す
る
の
か
。派
遣

に
か
か
わ
る
労
使
協
議
は
済
ん
で
い
る
か
。派

遣
元
の
課
に
補
充
は
考
え
て
い
る
の
か
。

（
総
務
課
長
）派
遣
に
か
か
わ
る
組
合
と

の
協
議
は
済
ん
で
い
る
。補
充
に
つ
い
て

は
来
年
４
月
の
定
期
異
動
で
業
務
に
負
荷
が
か

か
ら
ぬ
よ
う
総
合
的
に
判
断
す
る
。

（
保
険
課
長
）由
布
市
に
は
１
名
が
割
り
当
て

ら
れ
て
お
り
、主
事
を
派
遣
す
る
予
定
。派
遣

す
る
職
員
の
労
働
条
件
は
広
域
連
合
準
備
委

員
会
の
給
与
部
会
で
協
議
中
。

国
民
健
康
保
険
、老
人
保

健
制
度
と
ど
う
係
わ
っ
て

く
る
の
か
。

（
保
険
課
長
）老
人
保
健
制
度
が
平
成

20
年
度
か
ら
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢

者
を
対
象
に
し
た
医
療
制
度
に
変
わ
る
。65
歳

か
ら
75
歳
ま
で
の
寝
た
き
り
の
高
齢
者
も
含

ま
れ
る
。対
象
者
は
国
保
か
ら
抜
け
、独
自
に

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
る
。

由
布
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）に
つ
い
て

コ
ミ
ニ
テ
イ
バ
ス
は
、バ
ス
停

以
外
で
も
乗
り
降
り
で

き
る
の
か
。有
料
に
な
る
と
金
銭
の
管
理
体
制

は
ど
う
な
る
の
か
。

（
総
合
政
策
課
長
）極
力
バ
ス
停
で
乗
り

降
り
し
て
い
た
だ
く
が
、周
辺
部
に
つ
い

て
は
便
宜
を
図
っ
て
い
き
た
い
。お
金
は
バ
ス
会

社
、タ
ク
シ
ー
協
会
と
の
信
頼
関
係
で
管
理
し

て
い
た
だ
く
。

補
正
予
算
の
説
明
は
、ど

う
し
て
年
度
途
中
に
増

額・減
額
す
る
の
か
を
説
明
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

小
松
寮
の
工
事
は
な
ぜ
当
初
予
算
に
上
が
ら

な
か
っ
た
の
か
。道
路
維
持
費
は
当
初
予
算
の

審
議
で
各
町
１
千
万
で
は
少
な
い
と
い
わ
れ
て

い
た
が
、結
果
的
に
３
倍
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
で
は
何
の
た
め
の
当
初
予
算
審
議
だ
っ

た
の
か
。も
っ
と
計
画
的
に
予
算
組
み
が
で
き

な
い
の
か
。財
政
課
は
ど
こ
ま
で
把
握
し
て
い
る

の
か
。（

財
政
課
長
）担
当
課
は
把
握
し
て
い
る

が
、財
政
課
で
は
把
握
し
て
な
い
。（
小

松
寮
長
）予
算
等
の
都
合
で
生
活
費
等
の
見
通

し
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
組
み
換
え
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
建
設
課
長
）財
政
事
情
も
あ
る
。当
初
は
災

害
復
旧
の
対
応
で
道
路
維
持
ま
で
手
が
回
ら

な
い
と
思
っ
て
い
た
。

消
防
施
設
の
小
型
ポ
ン
プ

車
は
ど
こ
か
。由
布
市
の

補
助
金
要
綱
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
総
務
部
長
）挾
間
庄
内
で
は
普
通
車

に
つ
い
て
は
最
高
４
８
０
万
円
ま
で
、軽

自
動
車
は
全
額
市
が
出
す
。
湯
布
院
の

１
４
０
０
万
円
を
越
す
消
防
自
動
車
に
つ
い
て

は
60
％
補
助
で
残
り
を
自
治
区
の
負
担
で
お

願
い
し
て
い
る
。

障
害
者
福
祉
の
中
で
、障

害
児
の
日
常
用
具
の
給

付
費
を
増
額
し
て
い
る
が
、内
訳
と
補
助
率
は

ど
の
く
ら
い
か
。

（
福
祉
対
策
課
長
）特
殊
寝
台
１
台
、特

殊
マッ
ト
１
台
、紙
お
む
つ
18
で
、補
助
率

は
２
分
の
１
。

議
案
に
関
す
る

質
疑
応
答

Q.
丹
生
文
雄議
員

A.A.Q.
佐
藤
人
巳議
員

A.

A.

A.

Q.
西
郡
均

議
員

A. Q.
高
橋
義
孝議

員

Q.
佐
藤
郁
夫議
員

A.

A.Q.
立
川
剛
志議
員

Q.
渕
野
け
さ
子
議
員

A.

Q.
二
宮
英
俊議
員

A.

Q.
佐
藤
正

議
員

A.

Q.
吉
村
幸
治議

員

Q.
田
中
真
理
子
議
員

Q.
佐
藤
郁
夫議
員

A.

Q.
小
林
華
弥
子

議
員
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総　務
委 員 会

文教厚生
委 員 会

平
成
18
年
度

一
般
会
計
補
正
予

算（
第
５
号
）

　

本
補
正
予
算
は
歳
入

出
予
算
の
総
額
に
、そ
ぞ

れ
６
億
５
８
８
万
２
千
円

を
追
加
し
、１
５
８
億
２
、

５
５
8
万
７
千
円
と
定
め

た
も
の
。可
決
す
べ
き
と
決
定
。

　

主
な
歳
入
は
、普
通
交
付
税
の
決
定
に

よ
る
増
額
、繰
入
金
、繰
入
戻
し
に
よ
る
減

額
、繰
越
金
確
定
に
よ
る
増
額
な
ど
。

　

主
な
歳
出
は
、三
役
・
一
般
職
員
の
給

与
カ
ッ
ト
分
６
、９
３
８
万
円
の
減
額
、コ
ミ

ュニ
テ
ィ
バ
ス
試
験
運
行
に
伴
う
看
板
設
置

委
託
料
３
９
４
万
円
の
増
額
、バ
ス
試
験
運

行
業
務
委
託
料
１
、１
６
１
万
円
増
額
、消

防
ポ
ン
プ
積
載
車
お
よ
び
小
型
動
力
ポ
ン

プ
車
購
入
費
２
、３
４
８
万
円
の
増
額
な
ど
。

由
布
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正

　

消
防
職
員
が
平
成
19
年
度
か
ら
22
年

度
に
か
け
て
多
く
の
退
職
者
が
予
定
さ
れ

て
い
る
。消
防
業
務
に
支
障
を
来
さ
な
い
様

に
す
る
た
め
に
、由
布
市
職
員
定
数
条
例

の一
部
を
改
正
す
る
も
の
。可
決
す
べ
き
と

決
定
。

由
布
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

　

人
事
院
勧
告
に
よ
る
扶
養
手
当
の
改
正
、

お
よ
び
職
員
の
給
料
表
を
行
政
職
給
料
表

に
統
一
す
る
に
伴
い
、公
安
職
給
料
表
を
廃

止
す
る
も
の
。可
決
す
べ
き
と
決
定
。

総務委員会審議風景 コミュニティバス（試験運行中）のバス停看板

由
布
市
挾
間
高
齢
者
等
就
業
支
援

セ
ン
タ
ー
条
例
の
制
定

　

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
を
可
能
に
す

る
た
め
の
条
例
整
備
。

　

就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
と
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
と
の
間
に
機
構
や
機
能
の
明
確
な

分
担
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。峻
別
す
べ
き
を

峻
別
し
て
指
定
管
理
移
行
後
の
混
乱
を
生

じ
な
い
様
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
を
付

し
て
、可
決
す
べ
き
と
決
定
。

大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
の
設
置

　

平
成
19
年
２
月
１
日
よ
り
大
分
県
全
市

町
村
で
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
事
務

の
一
部
を
共
同
処
理
す
る
た
め
広
域
連
合

を
設
置
す
る
も
の
。可
決
す
べ
き
と
決
定
。

平
成
18
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

　

主
な
歳
出
は
、新
規
事
業
の
地
域
介
護・

福
祉
空
間
整
備
等
補
助
金
６
、５
０
０
万

円
、地
域
支
え
合
い
事
業
補
助
金
７
８
０
万

円
の
増
額
、知
的
障
害
者
施
設
訓
練
等
支

援
費
１
、５
０
０
万
円
の
減
額
、国
保
特
別

会
計
へ
繰
出
金
５
、

９
２
４
万
円
、介
護
保
険

特
別
会
計
へ
繰
出
金
１
、

７
６
３
万
円
、高
齢
者
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

４
８
２
万
円
の
増
額
な
ど
。

可
決
す
べ
き
と
決
定
。

平
成
18
年
度

国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

　

補
正
額
は
、３
億
１
、５
３
１
万
円
で
、

繰
越
金
の
確
定
、拠
出
金
の
支
出
確
定
、

医
療
諸
費
等
の
支
出
増
に
伴
う
も
の
。可

決
す
べ
き
と
決
定
。

由
布
市
陣
屋
の
村

歴
史
民
俗
資
料
館
条
例
の
制
定

　

陣
屋
の
村
自
然
活
用
施
設
の
う
ち
、歴

史
資
料
館
を
移
管
し
、別
途
歴
史
民
俗

資
料
館
と
し
て
条
例
制
定
す
る
も
の
。

　

し
か
し
、現
在
す
で
に
指
定
管
理
者
が

管
理
運
営
す
る
土
地
の
中
に
歴
史
資
料

館
は
建
て
ら
れ
て
お
り
、

⑴
そ
も
そ
も
農
業
施
設
と
し
て
設
置
さ

れ
た
施
設
の
一
部
を
教
育
委
員
会
が
管

理
運
営
し
て
い
る
経
緯
が
不
透
明
。

⑵
指
定
管
理
者
と
の
間
に
駐
車
場
の
利

用
、電
気・水
道
の
共
用
に
関
す
る
協
定
書

等
で
の
明
文
化
が
な
さ
れ
て
な
い
。

⑶
条
例
と
管
理
規
定
の
錯
綜
が
み
ら
れ
る
。

⑷
陣
屋
の
村
の
他
施
設
と
は
休
館
日
の
設

定
が
異
な
り
来
館
者
に
混
乱
を
招
く
恐

れ
が
あ
る
。

な
ど
、本
条
例
制
定
に
は
明
確
に
す
べ
き

点
が
あ
り
、精
査
の
必
要
を
認
め
る
。

　

よ
っ
て
、本
議
案
は
継
続
審
査
す
べ
き
と

決
定
。

文教厚生委員会審議風景 

常任委員会審議レポート
各議案は、担当する常任委員会に付託され、委員会ごとに慎重に審議されます。
審議の経緯と経過は本会議で報告され、質疑・討論を経て採決されます。

建設水道
委 員 会

観光経済
委 員 会

観光経済委員会審議風景（挾間・川の駅）

由
布
市
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る

経
費
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

（
９
月
よ
り
継
続
審
査
だ
っ
た
も
の
）

　

経
費
の
一
部
を
受
益
者
か
ら
賦
課
徴

収
す
る
に
し
て
も
、15
％
を
30
％
に
す
る
た

め
に
は
関
係
住
民
の
理
解
と
根
拠
が
示
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。慎
重
に
住
民
合
意

を
形
成
で
き
る
手
順
を
踏
む
べ
き
と
考
え

継
続
審
査
と
し
て
い
た
が
、今
回
の
市
の
説

明
は
、市
の
負
担
を「
０
」と
し
て
関
係
者

に
負
担
し
た
だ
け
の
こ
と
。
一
般
農
家
の

理
解
は
ま
ず
得
ら
れ
な
い
。他
の
負
担
金

条
例
と
の
整
合
性
な
ど
検
討
す
る
べ
き
課

題
も
あ
る
の
で
、今
回
の
条
例
改
正
は
時
期

尚
早
と
思
う
。よ
っ
て
否
決
す
べ
き
と
判
断

す
る
。

由
布
市
陣
屋
の
村

自
然
活
用
施
設
条
例
の
一
部
改
正

　

指
定
管
理
の
前
に
解
決
し
て
お
く
べ

き
総
合
調
整
機
能
の
な
い
こ
と
が
露
見

し
た
。駐
車
場
や
ト
イ
レ
の
使
用
、不
測

の
事
態
の
対
応
な
ど
課
題
も
あ
る
。総
合

調
整
を
早
急
に
検
討
し
、市
民
の
利
用
に

不
便
を
き
た
さ
な
い
こ
と
を
願
う
。委
員

会
で
は
可
決
す
べ
き
と
決
定
。

（
※
そ
の
後
、本
会
議
に
お
い
て

　
　

賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
た
）

平
成
18
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
）

　

主
な
歳
入
は
、農
林
水
産
業
費
分
担

金
７
９
０
万
３
千
円
、負
担
金
６
３
６
万

２
千
円
、肉
用
牛
導
入
事
業
基
金
繰
入

金
４
百
万
８
千
円
、農
道
整
備
事
業
債

２
、６
８
０
万
円
な
ど
。

　

主
な
歳
出
は
、農
業
委
員
会
費
１
６
８

万
７
千
円
、畜
産
業
費
１
、０
３
７
万
円

な
ど
。ま
た
肉
用
牛
特
別
導
入
事
業
基

金
の
貸
付
償
還
金
の
国
庫
負
担
分
４
百

万
８
千
円
を
返
還
す
る
。

　

工
事
請
負
費
１
７
８
万
円
に
つ
い
て
は
、

川
の
駅
の
見
張
り
台
が
不
要
の
た
め
撤

去
し
て
屋
根
を
付
け
る
も
の
。大
分
川
の

管
理
棟
ま
た
は
川
の
駅
の
名
称
を
引
き

続
き
使
用
し
て
、こ
の
様
に
水
産
業
費
で

処
理
し
て
い
る
こ
と
は
取
り
下
げ
た
議

案
と
の
整
合
性
が
無
い
。

　

と
り
あ
え
ず
当
場

を
切
り
抜
け
る
の
で
は

な
く
、改
め
る
時
は
全

面
的
に
き
ち
ん
と
す
る

様
に
、意
見
を
付
し
て

可
決
す
べ
き
と
決
定
。

市
道
路
線
の
認
定

　

川
北
２
号
線
、
湯
布
院
町
川
北

１
０
８
３
の
１
地
先
か
ら
総
延
長
２
３
０ｍ

を
新
た
に
市
道
認
定
す
る
も
の
。可
決
す

べ
き
と
決
定
。

２
級
河
川（
津
房
川
）の
指
定
変
更

　

津
房
川
の
起
点
を
上
流
へ
２
、４
７
０ｍ

変
更
し
、今
後
も
２
級
河
川
と
し
て
、県
に

管
理
を
お
願
い
す
る
た
め
の
も
の
で
現
地

確
認
を
行
い
、可
決
す
べ
き
と
決
定
。

平
成
18
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

　

主
な
歳
出
は
、工
事
請
負
費
２
千
万
円

に
つ
い
て
は
、挾
間
７
百
万
円
、庄
内
６
百

万
円
、湯
布
院
７
百
万
円
の
道
路
維
持
費
。

減
額
の
１
、３
３
６
万
円
は
、南
部
バ
イ
パ
ス

線
７
３
０
万
円
、向
原
別
府
線
４
７
６
万

円
、宇
南
畑
田
線
５
百
万
円
で
新
規
と
し

て
前
徳
野
岳
本
線
の
６
百
万
円
。登
記
事

務
で
減
額
の
１
、０
８
０
万
円
に
つ
い
て
は
、

山
本
線
の
３
百
万
円
、室
小
野
線
３
百
万

千
円
、富
線
２
４
０
万
円
、宇
南
畑
田
線

２
４
０
万
円
、立
木
伐
採
で
向
原
別
府
線

１
百
万
円
等
。

　

工
事
請
負
費
減
額
の
３
、１
９
５
万
円

に
つ
い
て
は
、別
府
向
原
線
４
５
０
万
円
、

若
杉
線
外
１
件
、２
、３
２
７
万
円
の
増
、日

出
生
台
塚
原
線
減
額
の

５
、９
４
２
万
円
で
差
引

減
額
の
３
、１
９
５
万
円
に

よ
る
も
の
。可
決
す
べ
き

と
決
定
。

平
成
18
年
度
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
に
、そ
れ
ぞ
れ
１
１
９
万
３

千
円
を
追
加
し
、総
額
を
２
、２
３
５
万

３
千
円
と
定
め
る
も
の
。

　

歳
出
で
は
、職
員
１
人
増
の
人
件
費

で
１
、０
５
６
万
５
千
円
と
湯
平
の
管
布

設
替
え
設
計
委
託
料
１
５
０
万
円
の
増

額
、県
道
東
山
庄
内
線
、市
道
富
線
水

道
管
新
設
工
事
、塚
原
の
消
火
栓
２
ヶ

所
設
置
増
で
、１
、０
８
８
万
６
千
円
の

減
額
が
主
な
も
の
で
あ
る
。可
決
す
べ

き
と
決
定
。

建設水道委員会 現地視察風景（挾間・時松地域）
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常任委員会審議レポート
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総　務
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文教厚生
委 員 会

平
成
18
年
度

一
般
会
計
補
正
予

算（
第
５
号
）

　

本
補
正
予
算
は
歳
入

出
予
算
の
総
額
に
、そ
ぞ

れ
６
億
５
８
８
万
２
千
円

を
追
加
し
、１
５
８
億
２
、

５
５
8
万
７
千
円
と
定
め

た
も
の
。可
決
す
べ
き
と
決
定
。

　

主
な
歳
入
は
、普
通
交
付
税
の
決
定
に

よ
る
増
額
、繰
入
金
、繰
入
戻
し
に
よ
る
減

額
、繰
越
金
確
定
に
よ
る
増
額
な
ど
。

　

主
な
歳
出
は
、三
役
・
一
般
職
員
の
給

与
カ
ッ
ト
分
６
、９
３
８
万
円
の
減
額
、コ
ミ

ュニ
テ
ィ
バ
ス
試
験
運
行
に
伴
う
看
板
設
置

委
託
料
３
９
４
万
円
の
増
額
、バ
ス
試
験
運

行
業
務
委
託
料
１
、１
６
１
万
円
増
額
、消

防
ポ
ン
プ
積
載
車
お
よ
び
小
型
動
力
ポ
ン

プ
車
購
入
費
２
、３
４
８
万
円
の
増
額
な
ど
。

由
布
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正

　

消
防
職
員
が
平
成
19
年
度
か
ら
22
年

度
に
か
け
て
多
く
の
退
職
者
が
予
定
さ
れ

て
い
る
。消
防
業
務
に
支
障
を
来
さ
な
い
様

に
す
る
た
め
に
、由
布
市
職
員
定
数
条
例

の一
部
を
改
正
す
る
も
の
。可
決
す
べ
き
と

決
定
。

由
布
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

　

人
事
院
勧
告
に
よ
る
扶
養
手
当
の
改
正
、

お
よ
び
職
員
の
給
料
表
を
行
政
職
給
料
表

に
統
一
す
る
に
伴
い
、公
安
職
給
料
表
を
廃

止
す
る
も
の
。可
決
す
べ
き
と
決
定
。

総務委員会審議風景 コミュニティバス（試験運行中）のバス停看板

由
布
市
挾
間
高
齢
者
等
就
業
支
援

セ
ン
タ
ー
条
例
の
制
定

　

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
を
可
能
に
す

る
た
め
の
条
例
整
備
。

　

就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
と
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
と
の
間
に
機
構
や
機
能
の
明
確
な

分
担
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。峻
別
す
べ
き
を

峻
別
し
て
指
定
管
理
移
行
後
の
混
乱
を
生

じ
な
い
様
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
を
付

し
て
、可
決
す
べ
き
と
決
定
。

大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
の
設
置

　

平
成
19
年
２
月
１
日
よ
り
大
分
県
全
市

町
村
で
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
事
務

の
一
部
を
共
同
処
理
す
る
た
め
広
域
連
合

を
設
置
す
る
も
の
。可
決
す
べ
き
と
決
定
。

平
成
18
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

　

主
な
歳
出
は
、新
規
事
業
の
地
域
介
護・

福
祉
空
間
整
備
等
補
助
金
６
、５
０
０
万

円
、地
域
支
え
合
い
事
業
補
助
金
７
８
０
万

円
の
増
額
、知
的
障
害
者
施
設
訓
練
等
支

援
費
１
、５
０
０
万
円
の
減
額
、国
保
特
別

会
計
へ
繰
出
金
５
、

９
２
４
万
円
、介
護
保
険

特
別
会
計
へ
繰
出
金
１
、

７
６
３
万
円
、高
齢
者
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

４
８
２
万
円
の
増
額
な
ど
。

可
決
す
べ
き
と
決
定
。

平
成
18
年
度

国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

　

補
正
額
は
、３
億
１
、５
３
１
万
円
で
、

繰
越
金
の
確
定
、拠
出
金
の
支
出
確
定
、

医
療
諸
費
等
の
支
出
増
に
伴
う
も
の
。可

決
す
べ
き
と
決
定
。

由
布
市
陣
屋
の
村

歴
史
民
俗
資
料
館
条
例
の
制
定

　

陣
屋
の
村
自
然
活
用
施
設
の
う
ち
、歴

史
資
料
館
を
移
管
し
、別
途
歴
史
民
俗

資
料
館
と
し
て
条
例
制
定
す
る
も
の
。

　

し
か
し
、現
在
す
で
に
指
定
管
理
者
が

管
理
運
営
す
る
土
地
の
中
に
歴
史
資
料

館
は
建
て
ら
れ
て
お
り
、

⑴
そ
も
そ
も
農
業
施
設
と
し
て
設
置
さ

れ
た
施
設
の
一
部
を
教
育
委
員
会
が
管

理
運
営
し
て
い
る
経
緯
が
不
透
明
。

⑵
指
定
管
理
者
と
の
間
に
駐
車
場
の
利

用
、電
気・水
道
の
共
用
に
関
す
る
協
定
書

等
で
の
明
文
化
が
な
さ
れ
て
な
い
。

⑶
条
例
と
管
理
規
定
の
錯
綜
が
み
ら
れ
る
。

⑷
陣
屋
の
村
の
他
施
設
と
は
休
館
日
の
設

定
が
異
な
り
来
館
者
に
混
乱
を
招
く
恐

れ
が
あ
る
。

な
ど
、本
条
例
制
定
に
は
明
確
に
す
べ
き

点
が
あ
り
、精
査
の
必
要
を
認
め
る
。

　

よ
っ
て
、本
議
案
は
継
続
審
査
す
べ
き
と

決
定
。

文教厚生委員会審議風景 

常任委員会審議レポート
各議案は、担当する常任委員会に付託され、委員会ごとに慎重に審議されます。
審議の経緯と経過は本会議で報告され、質疑・討論を経て採決されます。

建設水道
委 員 会

観光経済
委 員 会

観光経済委員会審議風景（挾間・川の駅）

由
布
市
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る

経
費
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

（
９
月
よ
り
継
続
審
査
だ
っ
た
も
の
）

　

経
費
の
一
部
を
受
益
者
か
ら
賦
課
徴

収
す
る
に
し
て
も
、15
％
を
30
％
に
す
る
た

め
に
は
関
係
住
民
の
理
解
と
根
拠
が
示
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。慎
重
に
住
民
合
意

を
形
成
で
き
る
手
順
を
踏
む
べ
き
と
考
え

継
続
審
査
と
し
て
い
た
が
、今
回
の
市
の
説

明
は
、市
の
負
担
を「
０
」と
し
て
関
係
者

に
負
担
し
た
だ
け
の
こ
と
。
一
般
農
家
の

理
解
は
ま
ず
得
ら
れ
な
い
。他
の
負
担
金

条
例
と
の
整
合
性
な
ど
検
討
す
る
べ
き
課

題
も
あ
る
の
で
、今
回
の
条
例
改
正
は
時
期

尚
早
と
思
う
。よ
っ
て
否
決
す
べ
き
と
判
断

す
る
。

由
布
市
陣
屋
の
村

自
然
活
用
施
設
条
例
の
一
部
改
正

　

指
定
管
理
の
前
に
解
決
し
て
お
く
べ

き
総
合
調
整
機
能
の
な
い
こ
と
が
露
見

し
た
。駐
車
場
や
ト
イ
レ
の
使
用
、不
測

の
事
態
の
対
応
な
ど
課
題
も
あ
る
。総
合

調
整
を
早
急
に
検
討
し
、市
民
の
利
用
に

不
便
を
き
た
さ
な
い
こ
と
を
願
う
。委
員

会
で
は
可
決
す
べ
き
と
決
定
。

（
※
そ
の
後
、本
会
議
に
お
い
て

　
　

賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
た
）

平
成
18
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
）

　

主
な
歳
入
は
、農
林
水
産
業
費
分
担

金
７
９
０
万
３
千
円
、負
担
金
６
３
６
万

２
千
円
、肉
用
牛
導
入
事
業
基
金
繰
入

金
４
百
万
８
千
円
、農
道
整
備
事
業
債

２
、６
８
０
万
円
な
ど
。

　

主
な
歳
出
は
、農
業
委
員
会
費
１
６
８

万
７
千
円
、畜
産
業
費
１
、０
３
７
万
円

な
ど
。ま
た
肉
用
牛
特
別
導
入
事
業
基

金
の
貸
付
償
還
金
の
国
庫
負
担
分
４
百

万
８
千
円
を
返
還
す
る
。

　

工
事
請
負
費
１
７
８
万
円
に
つ
い
て
は
、

川
の
駅
の
見
張
り
台
が
不
要
の
た
め
撤

去
し
て
屋
根
を
付
け
る
も
の
。大
分
川
の

管
理
棟
ま
た
は
川
の
駅
の
名
称
を
引
き

続
き
使
用
し
て
、こ
の
様
に
水
産
業
費
で

処
理
し
て
い
る
こ
と
は
取
り
下
げ
た
議

案
と
の
整
合
性
が
無
い
。

　

と
り
あ
え
ず
当
場

を
切
り
抜
け
る
の
で
は

な
く
、改
め
る
時
は
全

面
的
に
き
ち
ん
と
す
る

様
に
、意
見
を
付
し
て

可
決
す
べ
き
と
決
定
。

市
道
路
線
の
認
定

　

川
北
２
号
線
、
湯
布
院
町
川
北

１
０
８
３
の
１
地
先
か
ら
総
延
長
２
３
０ｍ

を
新
た
に
市
道
認
定
す
る
も
の
。可
決
す

べ
き
と
決
定
。

２
級
河
川（
津
房
川
）の
指
定
変
更

　

津
房
川
の
起
点
を
上
流
へ
２
、４
７
０ｍ

変
更
し
、今
後
も
２
級
河
川
と
し
て
、県
に

管
理
を
お
願
い
す
る
た
め
の
も
の
で
現
地

確
認
を
行
い
、可
決
す
べ
き
と
決
定
。

平
成
18
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

　

主
な
歳
出
は
、工
事
請
負
費
２
千
万
円

に
つ
い
て
は
、挾
間
７
百
万
円
、庄
内
６
百

万
円
、湯
布
院
７
百
万
円
の
道
路
維
持
費
。

減
額
の
１
、３
３
６
万
円
は
、南
部
バ
イ
パ
ス

線
７
３
０
万
円
、向
原
別
府
線
４
７
６
万

円
、宇
南
畑
田
線
５
百
万
円
で
新
規
と
し

て
前
徳
野
岳
本
線
の
６
百
万
円
。登
記
事

務
で
減
額
の
１
、０
８
０
万
円
に
つ
い
て
は
、

山
本
線
の
３
百
万
円
、室
小
野
線
３
百
万

千
円
、富
線
２
４
０
万
円
、宇
南
畑
田
線

２
４
０
万
円
、立
木
伐
採
で
向
原
別
府
線

１
百
万
円
等
。

　

工
事
請
負
費
減
額
の
３
、１
９
５
万
円

に
つ
い
て
は
、別
府
向
原
線
４
５
０
万
円
、

若
杉
線
外
１
件
、２
、３
２
７
万
円
の
増
、日

出
生
台
塚
原
線
減
額
の

５
、９
４
２
万
円
で
差
引

減
額
の
３
、１
９
５
万
円
に

よ
る
も
の
。可
決
す
べ
き

と
決
定
。

平
成
18
年
度
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
に
、そ
れ
ぞ
れ
１
１
９
万
３

千
円
を
追
加
し
、総
額
を
２
、２
３
５
万

３
千
円
と
定
め
る
も
の
。

　

歳
出
で
は
、職
員
１
人
増
の
人
件
費

で
１
、０
５
６
万
５
千
円
と
湯
平
の
管
布

設
替
え
設
計
委
託
料
１
５
０
万
円
の
増

額
、県
道
東
山
庄
内
線
、市
道
富
線
水

道
管
新
設
工
事
、塚
原
の
消
火
栓
２
ヶ

所
設
置
増
で
、１
、０
８
８
万
６
千
円
の

減
額
が
主
な
も
の
で
あ
る
。可
決
す
べ

き
と
決
定
。

建設水道委員会 現地視察風景（挾間・時松地域）



山村博司議員

一般質問
12月8、11～12日の３日間にわたって14名の議員が一般質問を行ないました。
各議員の持ち時間は、質問・答弁を含めて１時間。時間内であれば、何回でも質問
ができます。紙面の都合により、質問・答弁の主な内容のみ報告します。

８９ 2007.1.由布市議会だより由布市議会だより2007.1.

一 般 質 問

生野征平議員

農
免
農
道
の

危
険
箇
所
改
善
を

Q
中
渕
地
域
の
市
道
中
渕
庄
内
線

と
農
免
道
路
の
交
差
点
先
が
20
ｍ

程
高
く
な
っ
て
お
り
、見
通
し
が
悪

く
、極
め
て
危
険
で
事
故
が
多
発
し

て
い
る
。早
急
な
改
善
を
。

A（
市
長
）調
査
の
結
果
、市
道
路

面
の
一
番
高
い
位
置
に
灌
漑
用
水

路
が
横
断
し
て
お
り
、用
水
路
を
サ

イ
ホ
ン
型
式
又
は
水
路
橋
型
式
と

す
る
工
法
で
検
討
し
た
が
、い
ず
れ

も
構
造
上
、法
令
上
困
難
で
あ
る

こ
と
か
ら
、交
差
点
に
標
識
等
を
設

置
し
て
、通
行
車
両
に
注
意
を
促

し
た
い
。

私
有
林
の
管
理
状
況
と

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成

Q
長
引
く
木
材
価
格
の
低
迷
と
高

齢
化
の
進
行
す
る
な
か
で
、林
業
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
育
成
し
て
荒
廃
山
林

を
管
理
し
て
い
く
考
え
は
。

A（
市
長
）由
布
市
の
森
林
面
積
は

１
９
、６
３
２
ha
、国
有
林
２
、

６
８
９
ha
、計
２
２
、３
２
１
ha
と
な

っ
て
い
る
。私
有
林
の
事
業
は
技
打

ち
事
業
４０

　

ha
、緊
急
間
伐
事
業
等

で
年
平
均
３
０
０
ha
実
施
し
て
い
る
。

高
齢
化
が
進
み
、林
業
従
事
者
が

減
少
す
る
な
か
で
、団
塊
世
代
を

農
林
業
に
従
事
さ
せ
る
仕
組
み
が

で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。林
研
グ
ル

ー
プ
の
育
成
強
化
を
図
る
こ
と
に
よ

り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
代
わ
る
組
織
に

し
た
い
と
考
え
る
が
、今
後
は
県
、

森
林
組
合
を
連
携
し
て
新
し
い
施

策
を
考
え
て
み
た
い
。

椎
茸
栽
培
の
振
興
を

Q
種
駒
助
成
や
作
業
路
開
設
、ほ

だ
場
除
間
伐
等
森
林
整
備
に
対
す

る
補
助
制
度
を
行
い
、椎
茸
生
産

者
の
環
境
を
整
備
し
、活
性
化
を

図
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、市

長
の
考
え
は
。

A（
市
長
）由
布
市
の
椎
茸
栽
培
農

家
は
１
２
４
戸
、生
産
量
で
乾
椎
茸

54
．７
ｔ
、販
売
額
２
億
１
千
６
百
万

円
、生
椎
茸
57
．３
ｔ
、販
売
額
４
千

６
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
。Ｏ
Ｓ
Ｋ
へ

の
販
売
が
50
％
を
占
め
、出
荷
業
者

35
％
、森
林
組
合
、個
人
出
荷
が
15

％
。生
産
者
も
高
齢
化
が
進
ん
で
お

り
、団
塊
世
代
が
す
ぐ
就
業
で
き

る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
生
椎
茸
の
苗
床

栽
培
を
大
分
森
林
組
合
へ
提
案
し

て
い
る
。今
後
は
大
分
県
キ
ノ
コ
セ

ン
タ
ー
等
と
調
査
研
究
を
行
い
た
い
。

　

間
伐
材
の
有
効
利
用
に
つ
い
て
は
、

森
林
組
合
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
今
後

調
査
検
討
し
て
い
き
た
い
。

Q
森
林
組
合
の
山
桜
日
本
一
構
想

に
つ
い
て
市
と
し
て
の
対
応
は
。

A（
市
長
）大
変
素
晴
ら
し
い
事
業

だ
と
思
っ
て
い
る
。支
援
で
き
る
部

分
に
つ
い
て
は
十
分
検
討
し
た
い
。

（
他
に
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
つ
い
て
質

問
し
た
。）

本
庁
舎
方
式
に
向
け
た

具
体
的
な
道
筋
を
示
せ

Q
合
併
は
、財
政
危
機
を
克
服
す

る
有
力
な
手
段
で
あ
る
と
の
こ
と

か
ら
、合
併
を
成
就
す
べ
く
苦
肉
の

策
と
し
て
採
用
し
た
分
庁
舎
方
式

は
、住
民
の
不
便
の
解
消
や
サ
ー
ビ

ス
の
利
便
性
に
欠
け
る
な
ど
の
不

安
が
高
ま
り
、早
く
も
歪
み
が
露

呈
し
て
き
た
。

　

市
は
庁
舎
方
式
の
見
直
し
こ
そ

最
大
の
行
革
と
も
言
っ
て
い
る
が
、

市
長
は
こ
の
一
年
余
り
市
政
を
担

当
し
、市
民
懇
談
会
等
を
重
ね
る

中
で
、庁
舎
問
題
に
係
る
住
民
と
の

コ
ン
セ
ン
サ
ス
も
あ
る
程
度
得
た
と

思
わ
れ
る
が
、こ
の
機
に
本
庁
舎
方

式
に
向
け
た
具
体
的
な
道
筋
を
示

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

更
に
、新
庁
舎
の
整
備
事
業
費
や

財
源
確
保
策
等
、所
要
額
の
試
算

は
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。

A（
市
長
）分
庁
舎
方
式
は
、庁
舎

間
の
移
動
に
要
す
る
時
間
の
ロ
ス
や
、

経
常
経
費
等
に
無
駄
が
多
く
極
め

て
非
効
率
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
。市
民
も
早
く
本
庁
舎
方
式
へ

と
の
意
向
も
十
分
承
知
し
て
い
る
の

で
、本
庁
舎
の
整
備
に
要
す
る
費
用

な
ど
試
算
し
、早
い
時
期
に
結
論
を

出
し
た
い
。少
な
く
と
も
私
の
任
期

中
に
は
解
決
を
図
り
た
い
。

市
内
小
中
学
校
の
い
じ

め
等
の
実
態
と
対
策
は

Q
児
童
虐
待
や
、い
じ
め
を
苦
に
し

た
子
ど
も
の
自
殺
等
悲
惨
な
事
態

が
続
発
し
て
お
り
、人
心
の
荒
廃
を

憂
え
ざ
る
を
得
な
い
。こ
の
様
な
問

題
が
連
鎖
的
に
発
生
す
る
こ
と
の

要
因
は
極
め
て
難
し
く
、特
効
薬

的
な
対
策
が
見
つ
か
ら
な
い
。

（
次
ペ
ー
ジ
に
続
く
）

全議員にアンケート調査を実施
上記の項目のうち、まず「１．議員定数の検討」「２．議員報酬の検討」について、

全議員（26名中、回答25名）にアンケート調査を実施しました。

由布市議会 行財政改革特別委員会 調査検討中間報告
委員長 久保博義

（主な意見）
削減すべき議席数について…
⑴ 事務組織が決定しておらず、議会の常任委員
会の対応が変わって来る。
⑵ 合併後１年も経過していない状況で、４議席
まで削減する事が適正なのか。
⑶ 現任期中に、社会情勢の変化、市の財政状
況、他市の状況等を見ながら判断すべき。

⑷ 市民の声を行政に反映させるためには、むや
みに議席を減らすべきではない。

【当委員会としての結論】
　アンケート結果より、削減議席数は４議席以下
程度が妥当と考えられるが、２議席削減について
は、ほとんどの議員から同意が得られるものと推
察できる。
　そこで今回は、２議席の定数削減を決定し、残
りの２議席以下の削減については、今後慎重に
調査検討し、現任期中に結論を出す。

議員定数について

※ なお、この結論はあくまでも「議会行財政改革特別委
員会」としての結論であり、正式には、今後議会に議
案として提出された上で、審議され判断されます。

（主な意見）
⑴ 議員報酬額は、合併前に合併協議会で民間
委員により決定されたのであり、議員の意見は
入っておらず、現在の報酬額は県内の市の中
では最低額である。
⑵ （議員報酬が少ないと）若い人が選挙に立候
補しない。議員・議会の若がえりができない。
⑶ 由布市は広範囲な地形であり、議員活動に支
障をきたす。
⑷ 議員報酬を削減するなら、政務調査費をきち
んとつけて欲しい。
⑸ 在任特例を適用していないのだから、削減し
なくてよい。

【当委員会としての結論】
　議員報酬額については現状維持とし、現任期
中に十分調査検討を続け、削減が必要となれば
その時点で改めて検討することとする。

議員報酬について
議員報酬は
削減すべき
（８名）

現状維持で
よい

（１７名）

次期改選時より
２議席削減する
（６名）

次期改選時より
４議席削減する
（９名）

定数削減は
必要だが、
議席数は
現任期中に
検討すべき
（８名）

その他
（２名）

○設置：平成17年12月議会において設置され、旧３
町出身議員４名ずつ計12名の委員で組織していま
す。（久保博義、丹生文雄、高橋義孝、佐藤郁夫、
佐藤友信、太田正美、二宮英俊、佐藤人巳、田中真
理子、利光直人、吉村幸治、三重野精二）

○目的：行政が提案する行財政改革プランの審議と
あわせて、議会独自の改革プランを検討、策定して
いきます。
○活動：委員会設置以来、８回の委員会、２回の全
員協議会にて審議してきました。行財政改革は広

範囲で多種多様の改革項目が考えられ長時間か
かります。そこでまず短期間で結論が出せる、我々
議員に直接関係する下記の３項目を当面の重点的
課題として調査検討してきましたので、中間報告し
ます。その他の項目については、今後逐次検討して
いきます。

【議会に関係する行財政改革の重点的課題】
　１． 議員定数（議席数）の検討
　２． 議員報酬、手当て等の検討
　３． 由布市行財政改革プラン（案）の検討

『由布市議会 行財政改革特別委員会』とは…。



山村博司議員

一般質問
12月8、11～12日の３日間にわたって14名の議員が一般質問を行ないました。
各議員の持ち時間は、質問・答弁を含めて１時間。時間内であれば、何回でも質問
ができます。紙面の都合により、質問・答弁の主な内容のみ報告します。

８９ 2007.1.由布市議会だより由布市議会だより2007.1.

一 般 質 問

生野征平議員

農
免
農
道
の

危
険
箇
所
改
善
を

Q
中
渕
地
域
の
市
道
中
渕
庄
内
線

と
農
免
道
路
の
交
差
点
先
が
20
ｍ

程
高
く
な
っ
て
お
り
、見
通
し
が
悪

く
、極
め
て
危
険
で
事
故
が
多
発
し

て
い
る
。早
急
な
改
善
を
。

A（
市
長
）調
査
の
結
果
、市
道
路

面
の
一
番
高
い
位
置
に
灌
漑
用
水

路
が
横
断
し
て
お
り
、用
水
路
を
サ

イ
ホ
ン
型
式
又
は
水
路
橋
型
式
と

す
る
工
法
で
検
討
し
た
が
、い
ず
れ

も
構
造
上
、法
令
上
困
難
で
あ
る

こ
と
か
ら
、交
差
点
に
標
識
等
を
設

置
し
て
、通
行
車
両
に
注
意
を
促

し
た
い
。

私
有
林
の
管
理
状
況
と

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成

Q
長
引
く
木
材
価
格
の
低
迷
と
高

齢
化
の
進
行
す
る
な
か
で
、林
業
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
育
成
し
て
荒
廃
山
林

を
管
理
し
て
い
く
考
え
は
。

A（
市
長
）由
布
市
の
森
林
面
積
は

１
９
、６
３
２
ha
、国
有
林
２
、

６
８
９
ha
、計
２
２
、３
２
１
ha
と
な

っ
て
い
る
。私
有
林
の
事
業
は
技
打

ち
事
業
４０

　

ha
、緊
急
間
伐
事
業
等

で
年
平
均
３
０
０
ha
実
施
し
て
い
る
。

高
齢
化
が
進
み
、林
業
従
事
者
が

減
少
す
る
な
か
で
、団
塊
世
代
を

農
林
業
に
従
事
さ
せ
る
仕
組
み
が

で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。林
研
グ
ル

ー
プ
の
育
成
強
化
を
図
る
こ
と
に
よ

り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
代
わ
る
組
織
に

し
た
い
と
考
え
る
が
、今
後
は
県
、

森
林
組
合
を
連
携
し
て
新
し
い
施

策
を
考
え
て
み
た
い
。

椎
茸
栽
培
の
振
興
を

Q
種
駒
助
成
や
作
業
路
開
設
、ほ

だ
場
除
間
伐
等
森
林
整
備
に
対
す

る
補
助
制
度
を
行
い
、椎
茸
生
産

者
の
環
境
を
整
備
し
、活
性
化
を

図
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、市

長
の
考
え
は
。

A（
市
長
）由
布
市
の
椎
茸
栽
培
農

家
は
１
２
４
戸
、生
産
量
で
乾
椎
茸

54
．７
ｔ
、販
売
額
２
億
１
千
６
百
万

円
、生
椎
茸
57
．３
ｔ
、販
売
額
４
千

６
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
。Ｏ
Ｓ
Ｋ
へ

の
販
売
が
50
％
を
占
め
、出
荷
業
者

35
％
、森
林
組
合
、個
人
出
荷
が
15

％
。生
産
者
も
高
齢
化
が
進
ん
で
お

り
、団
塊
世
代
が
す
ぐ
就
業
で
き

る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
生
椎
茸
の
苗
床

栽
培
を
大
分
森
林
組
合
へ
提
案
し

て
い
る
。今
後
は
大
分
県
キ
ノ
コ
セ

ン
タ
ー
等
と
調
査
研
究
を
行
い
た
い
。

　

間
伐
材
の
有
効
利
用
に
つ
い
て
は
、

森
林
組
合
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
今
後

調
査
検
討
し
て
い
き
た
い
。

Q
森
林
組
合
の
山
桜
日
本
一
構
想

に
つ
い
て
市
と
し
て
の
対
応
は
。

A（
市
長
）大
変
素
晴
ら
し
い
事
業

だ
と
思
っ
て
い
る
。支
援
で
き
る
部

分
に
つ
い
て
は
十
分
検
討
し
た
い
。

（
他
に
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
つ
い
て
質

問
し
た
。）

本
庁
舎
方
式
に
向
け
た

具
体
的
な
道
筋
を
示
せ

Q
合
併
は
、財
政
危
機
を
克
服
す

る
有
力
な
手
段
で
あ
る
と
の
こ
と

か
ら
、合
併
を
成
就
す
べ
く
苦
肉
の

策
と
し
て
採
用
し
た
分
庁
舎
方
式

は
、住
民
の
不
便
の
解
消
や
サ
ー
ビ

ス
の
利
便
性
に
欠
け
る
な
ど
の
不

安
が
高
ま
り
、早
く
も
歪
み
が
露

呈
し
て
き
た
。

　

市
は
庁
舎
方
式
の
見
直
し
こ
そ

最
大
の
行
革
と
も
言
っ
て
い
る
が
、

市
長
は
こ
の
一
年
余
り
市
政
を
担

当
し
、市
民
懇
談
会
等
を
重
ね
る

中
で
、庁
舎
問
題
に
係
る
住
民
と
の

コ
ン
セ
ン
サ
ス
も
あ
る
程
度
得
た
と

思
わ
れ
る
が
、こ
の
機
に
本
庁
舎
方

式
に
向
け
た
具
体
的
な
道
筋
を
示

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

更
に
、新
庁
舎
の
整
備
事
業
費
や

財
源
確
保
策
等
、所
要
額
の
試
算

は
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。

A（
市
長
）分
庁
舎
方
式
は
、庁
舎

間
の
移
動
に
要
す
る
時
間
の
ロ
ス
や
、

経
常
経
費
等
に
無
駄
が
多
く
極
め

て
非
効
率
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
。市
民
も
早
く
本
庁
舎
方
式
へ

と
の
意
向
も
十
分
承
知
し
て
い
る
の

で
、本
庁
舎
の
整
備
に
要
す
る
費
用

な
ど
試
算
し
、早
い
時
期
に
結
論
を

出
し
た
い
。少
な
く
と
も
私
の
任
期

中
に
は
解
決
を
図
り
た
い
。

市
内
小
中
学
校
の
い
じ

め
等
の
実
態
と
対
策
は

Q
児
童
虐
待
や
、い
じ
め
を
苦
に
し

た
子
ど
も
の
自
殺
等
悲
惨
な
事
態

が
続
発
し
て
お
り
、人
心
の
荒
廃
を

憂
え
ざ
る
を
得
な
い
。こ
の
様
な
問

題
が
連
鎖
的
に
発
生
す
る
こ
と
の

要
因
は
極
め
て
難
し
く
、特
効
薬

的
な
対
策
が
見
つ
か
ら
な
い
。

（
次
ペ
ー
ジ
に
続
く
）

全議員にアンケート調査を実施
上記の項目のうち、まず「１．議員定数の検討」「２．議員報酬の検討」について、

全議員（26名中、回答25名）にアンケート調査を実施しました。

由布市議会 行財政改革特別委員会 調査検討中間報告
委員長 久保博義

（主な意見）
削減すべき議席数について…
⑴ 事務組織が決定しておらず、議会の常任委員
会の対応が変わって来る。

⑵ 合併後１年も経過していない状況で、４議席
まで削減する事が適正なのか。
⑶ 現任期中に、社会情勢の変化、市の財政状
況、他市の状況等を見ながら判断すべき。
⑷ 市民の声を行政に反映させるためには、むや
みに議席を減らすべきではない。

【当委員会としての結論】
　アンケート結果より、削減議席数は４議席以下
程度が妥当と考えられるが、２議席削減について
は、ほとんどの議員から同意が得られるものと推
察できる。
　そこで今回は、２議席の定数削減を決定し、残
りの２議席以下の削減については、今後慎重に
調査検討し、現任期中に結論を出す。

議員定数について

※ なお、この結論はあくまでも「議会行財政改革特別委
員会」としての結論であり、正式には、今後議会に議
案として提出された上で、審議され判断されます。

（主な意見）
⑴ 議員報酬額は、合併前に合併協議会で民間
委員により決定されたのであり、議員の意見は
入っておらず、現在の報酬額は県内の市の中
では最低額である。
⑵ （議員報酬が少ないと）若い人が選挙に立候
補しない。議員・議会の若がえりができない。
⑶ 由布市は広範囲な地形であり、議員活動に支
障をきたす。
⑷ 議員報酬を削減するなら、政務調査費をきち
んとつけて欲しい。
⑸ 在任特例を適用していないのだから、削減し
なくてよい。

【当委員会としての結論】
　議員報酬額については現状維持とし、現任期
中に十分調査検討を続け、削減が必要となれば
その時点で改めて検討することとする。

議員報酬について
議員報酬は
削減すべき
（８名）

現状維持で
よい

（１７名）

次期改選時より
２議席削減する
（６名）

次期改選時より
４議席削減する
（９名）

定数削減は
必要だが、
議席数は
現任期中に
検討すべき
（８名）

その他
（２名）

○設置：平成17年12月議会において設置され、旧３
町出身議員４名ずつ計12名の委員で組織していま
す。（久保博義、丹生文雄、高橋義孝、佐藤郁夫、
佐藤友信、太田正美、二宮英俊、佐藤人巳、田中真
理子、利光直人、吉村幸治、三重野精二）

○目的：行政が提案する行財政改革プランの審議と
あわせて、議会独自の改革プランを検討、策定して
いきます。
○活動：委員会設置以来、８回の委員会、２回の全
員協議会にて審議してきました。行財政改革は広

範囲で多種多様の改革項目が考えられ長時間か
かります。そこでまず短期間で結論が出せる、我々
議員に直接関係する下記の３項目を当面の重点的
課題として調査検討してきましたので、中間報告し
ます。その他の項目については、今後逐次検討して
いきます。

【議会に関係する行財政改革の重点的課題】
　１． 議員定数（議席数）の検討
　２． 議員報酬、手当て等の検討
　３． 由布市行財政改革プラン（案）の検討

『由布市議会 行財政改革特別委員会』とは…。



一 般 質 問 一般 質問

二宮英俊議員渕野けさ子議員

溝口泰章議員

佐藤郁夫議員

（
前
ペ
ー
ジ
か
ら
の
続
き
）

　

さ
き
に
県
教
育
委
員
会
が
市
町

村
教
育
委
員
会
に
対
し
行
っ
た
、い

じ
め
等
の
実
態
調
査
結
果
で
は
、調

査
対
象
期
間
７
日
間
に
も
係
わ
ら

ず
、３
４
４
６
件
の
い
じ
め
が
報
告

さ
れ
た
が
、由
布
市
の
実
態
は
ど
う

な
の
か
。い
じ
め
の
事
例
の
有
無
に

関
係
な
く
市
教
育
委
員
会
は
、ど

の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
て
い
る
の
か
。

A（
教
育
長
）市
内
小
中
学
校
で
の

い
じ
め
発
生
件
数
は
、本
年
度
４
月

か
ら
10
月
の
間
で
小
学
校
64
件
、中

学
校
31
件
の
計
95
件
、継
続
し
て

指
導
中
が
36
件
あ
り
、教
育
委
員

会
支
援
の
も
と
に
学
校
あ
げ
て
解

決
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

環
境
問
題
に
つ
い
て

Q
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
の
取
り
組
み

は
。

A（
市
長
）Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
改
定
に
伴
い
、

２
０
０
４
年
版
に
変
更
認
証
が
必

要
で
あ
り
、多
大
の
労
力
と
費
用
が

必
要
に
な
る
の
と
、３
年
毎
の
登
録

更
新
審
査
が
終
了
し
た
時
点
で
、一

定
の
目
的
は
達
し
た
と
し
て
更
新

を
し
て
い
な
い
。し
か
し
、エ
コ
運
動

等
の
独
自
の
取
組
み
は
継
続
し
て
い

る
。

Q
学
校
版
環
境
問
題
の
取
り
組
み

は
。

A（
教
育
長
）現
在
す
べ
て
の
小
中

学
校
か
ら
本
年
度
取
り
組
ん
だ
具

体
的
な
項
目
に
つ
い
て
、１
月
末
ま

で
に
審
査
を
実
施
す
る
。ま
た
、６

月
の
環
境
教
育
月
間
を
中
心
に
、

年
間
を
通
じ
て
節
水
、節
電
、ご
み

処
理
等
を
考
え
、で
き
る
と
こ
ろ
か

ら
取
り
組
ん
で
い
る
。

Q
家
庭
ご
み
の
違
法
焼
却
、監
視

員
の
状
況
は
。

A（
市
長
）悪
臭
や
、黒
煙
な
ど
近

所
か
ら
の
通
報
に
よ
り
指
導
を
行

な
っ
て
い
る
。違
法
な
自
己
処
理
や

不
法
投
棄
に
つ
い
て
は
、あ
く
ま
で

も
個
人
の
モ
ラ
ル
の
問
題
だ
が
、今

後
も
啓
発
活
動
を
継
続
し
て
い
く
。

道
路
問
題
に
つ
い
て

Q
厳
し
い
財
政
予
算
の
中
で
事
業

を
行
な
う
の
に
は
、重
要
性
、整
備

効
果
の
上
が
る
投
資
が
必
要
だ
が
、

優
先
順
位
は
。

　

ま
た
、市
道
認
定
の
基
準
は
。

A（
市
長
）合
併
前
か
ら
の
継
続
事

業
を
優
先
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

認
定
に
つ
い
て
は
、18
年
３
月
に
市

道
認
定
基
準
を
策
定
し
認
定
を
行

な
っ
て
い
る
。

商
工
業
者
に
対
し
、

市
独
自
の
支
援
策
を

Q
行
革
で
、商
工
会
、中
小
企
業
者

の
補
助
金
が
削
減
さ
れ
る
が
、こ
れ

に
代
わ
る
支
援
策
は
。

A（
市
長
）商
品
券
や
利
子
補
給
に

つ
い
て
は
継
続
し
て
支
援
を
す
る
。

市
独
自
で
の
支
援
は
厳
し
い
の
で
、

県
等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
採
択

可
能
な
事
業
が
あ
れ
ば
、市
も
財

政
的
支
援
を
行
な
い
た
い
。

職
員
復
職
サ
ポ
ー
ト
検

討
委
員
会
制
度
制
定
を

Q
全
国
的
に
職
員
の
病
欠
問
題
が

報
道
さ
れ
て
い
る
。職
員
が
少
な
く

な
る
と
日
々
の
仕
事
に
追
わ
れ
電

算
ま
か
せ
の
仕
事
に
な
る
。パ
ソ
コ
ン

の
利
用
度
が
高
く
な
る
程
に
、ス
ト

レ
ス
等
で
精
神
的
な
病
気
が
多
く

な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。｢

心
の
病｣

等
が
心
配
さ
れ
る
が
、長
期
病
休

者
が
ス
ム
ー
ズ
に
職
場
復
帰
で
き
る

具
体
策
は
。

A（
市
長
）「
市
労
働
安
全
衛
生
委

員
会
」を
立
ち
上
げ
、保
健
師
や
産

業
医
等
の
先
生
を
お
願
い
し
、職
員

の
安
全・健
康
の
確
保
は
も
ち
ろ
ん
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
講
習
会
に
参
加
さ

せ
快
適
な
職
場
環
境
づ
く
り
に
取

り
組
む
。

　

職
員
復
職
サ
ポ
ー
ト
検
討
委
員

会
制
度
に
つ
い
て
は
、大
分
市
で
導

入
し
成
果
を
上
げ
て
い
る
と
聞
い
て

い
る
の
で
研
究
し
て
い
く
。

地
域
ケ
ア
整
備
構
想
の

策
定
に
つ
い
て

Q
医
療
制
度
改
革
に
よ
り
、高
齢

者
を
中
心
と
し
た
患
者
負
担
の
増

加
、療
養
病
床
の
削
減
が
ス
タ
ー
ト

し
た
が
、老
健
施
設
等
に
慢
性
病

な
ど
の
患
者
が
入
所
で
き
な
く
な

る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。市
と
し
て
、

在
宅
療
養
が
困
難
な
人
達
の
対
応

策
は
。

A（
市
長
）地
域
ケ
ア
整
備
構
想
は
、

県
が
平
成
19
年
度
に
策
定
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。市
は
県
と
十
分

協
議
を
す
る
。在
宅
ケ
ア
対
策
は
、

現
在
あ
る
施
設
の
特
養
、老
健
、社

協
等
や
地
域
住
民
、行
政
で
策
定

委
員
会
を
つ
く
り
、市
民
の
意
見
を

反
映
し
た
地
域
ケ
ア
構
想
を
策
定

す
る
。

由
布
市
庄
内
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
の
活
用
は

Q
国
の
補
助
金
で
建
設
し
た
庄
内

町
柿
原
１
番
地
に
あ
る
庄
内
老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、休
止
状
態
と
な

っ
て
い
る
が
今
後
の
管
理
運
営
を
ど

う
し
て
い
く
の
か
。

A（
市
長
）庄
内
老
人
福
祉
セ
ン
タ

ー
と
し
て
、指
定
管
理
者
制
度
を

活
用
し
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
考
え
て
い
る
。

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
機
能
と
し
て
、

運
営
形
態
に
よ
り
運
営
費
の
支
出

も
検
討
す
る
。ま
た
、城
ヶ
原
オ
ー

ト
キ
ャ
ン
プ
場
と一
体
と
な
っ
た
管
理

も
必
要
と
考
え
て
い
る
。

由
布
市
に
お
け
る

有
害
鳥
獣
対
策
は

Q
⑴
湯
布
院
町
は
鹿
に
よ
る
被
害

が
多
い
。山
林
に
増
え
る
と
資
源
の

枯
渇
や
地
す
べ
り
等
発
生
し
て
い
る

が
、そ
の
対
策
は
。

⑵
鹿
に
よ
る
交
通
被
害
が
多
発
し
、

市
民
は
大
変
な
被
害
に
あ
っ
て
い
る
。

別
府
市
と
連
携
を
取
り
事
故
防
止

の
た
め
看
板
等
設
置
を
は
じ
め
、目

に
見
え
る
対
策
を
。

⑶
挾
間
の
猿
被
害
に
つ
い
て
大
分
市

と
の
協
議
の
進
捗
状
況
は
。

⑷
捕
獲
中
で
の
事
故
の
対
応
に
は
一

定
の
規
則
が
必
要
だ
が
設
置
す
る

考
え
は
。

A（
市
長
）⑴
湯
布
院
地
域
で
鹿
が

増
加
傾
向
に
あ
り
、そ
れ
に
伴
い
森

林
の
被
害
が
発
生
し
部
分
的
に
木

が
枯
れ
る
な
ど
通
報
が
入
っ
て
い
る
。

今
後
は
銃
に
よ
る
捕
獲
だ
け
で
な

く
、罠
に
よ
る
捕
獲
も
県
と
相
談
し
、

検
討
し
た
い
。

⑵
県
道
別
府
一
宮
線
を
横
断
す
る

鹿
の
た
め
交
通
事
故
が
発
生
し
て

い
る
の
で
、立
看
板
等
別
府
市
や
警

察
署
と
協
議
し
早
急
に
対
応
し
て

い
き
た
い
。

⑶
猿
被
害
に
つ
い
て
は
大
分
市
と
石

城
地
域
猿
対
策
協
議
会
の
間
で
意

見
統
一
が
図
ら
れ
、後
日
覚
書
の
調

印
の
運
び
と
な
っ
て
い
る
。

⑷
有
害
鳥
獣
捕
獲
時
の
事
故
等
補

償
の
基
準
は
な
い
。今
後
、県
と
協

議
し
方
針
を
出
す
。

更
生
保
護
事
業
に

行
政
と
し
て
の
協
力
を

Q
大
分
保
護
観
察
所
で
は
更
生
の

意
欲
の
あ
る
対
象
者
を
前
歴
に
こ

だ
わ
ら
ず
一
般
の
就
労
者
と
待
遇

や
就
労
上
の
特
別
な
差
別
を
せ
ず

積
極
的
に
雇
用
す
る「
協
力
雇
用

主
」登
録
の
開
拓
に
努
力
し
て
い
る
。

由
布
市
と
し
て
も
商
工
会
の
方
々

に
会
議
等
の
折
に
説
明
し
推
進
し

て
欲
し
い
。

A（
市
長
）「
協
力
雇
用
主
」登
録

制
度
の
市
内
雇
用
企
業
へ
の
周
知

に
つ
い
て
は
、商
工
会
等
の
協
力
を

得
な
が
ら
説
明
会
等
の
際
に
大
分

保
護
観
察
所
と
連
携
し
て
積
極
的

に
対
応
し
、制
度
の
周
知
と
推
進
を

支
援
す
る
。

特
定
高
齢
者
に
対
す
る

社
協
と
民
間
業
者
の

バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て

Q
社
協
が
特
定
高
齢
者
に
対
応
す

る
事
に
よ
り
介
護
事
業
か
ら
撤
退

せ
よ
と
の
事
に
つ
い
て
、市
の
考
え
は
。

A（
市
長
）包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運

営
協
議
会
で
慎
重
に
議
論
を
重
ね

て
、社
協
と
民
間
業
者
と
の
話
し
合

い
を
大
い
に
期
待
し
、判
断
し
て
い

き
た
い
。

今
後
の
保
険
予
防
事
業

の
考
え
は

A（
市
長
）19
年
度
に
レ
セ
プ
ト
等

デ
ー
タ
分
析
に
よ
り
特
定
健
康
診

査
等
の
実
施
計
画（
５
カ
年
計
画
）

を
策
定
し
実
施
す
る
。

農
工
商
の
産
業
振
興
策
は

Q
も
う
か
る
農
業
、企
業
誘
致
、不

振
を
極
め
る
地
元
商
業
へ
の
て
こ
入

れ
策
等
を
統
合
す
る
由
布
市
の
ト

ー
タ
ル
ビ
ジ
ョン
を
ど
う
築
い
て
い
く

の
か
。

A（
市
長
）由
布
市
総
合
計
画
の
策

定
で
基
本
姿
勢
を
示
す
。農
産
加

工
品
の
由
布
市
ブ
ラ
ン
ド
開
発
の
推

進
、グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
積
極
導

入
、製
造
業
や
Ｉ
Ｔ
産
業
の
誘
致
方

法
の
研
究
に
取
り
組
み
、市
内
商
業

に
お
い
て
は
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス

の
充
実
を
は
か
る
事
な
ど
が
そ
の

具
体
的
内
容
と
な
る
。

大
学
・
専
門
学
校
の誘

致
を

Q
湯
布
院
町
の
ゆ
ふ
ヶ
丘
プ
ラ
ザ

（
旧
青
年
の
家
）が
開
所
す
る
時
に

別
府
大
学
が
学
部
の
増
設
を
打
ち

出
し
た
が
そ
の
後
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
。

A（
市
長
）市
と
し
て
大
学
と
の
交

流
連
携
を
推
進
し
て
い
る
な
か
、大

学
や
専
門
学
校
と
い
う
教
育
機
関

を
誘
致
す
る
考
え
に
賛
成
す
る
。

今
後
の
課
題
も
多
い
が
大
学
の
方

向（
バ
イ
オ
科
学
、醸
造
学
）を
見
な

が
ら
、市
と
し
て
の
対
応
を
研
究
し

て
い
き
た
い
。

市
道
並
柳
線
入
口
の

危
険
箇
所
改
良
を

Q
こ
の
危
険
箇
所
の
土
地
が
現
在

売
り
に
出
さ
れ
て
い
る
。危
険
箇
所

改
良
の
た
め
部
分
的
買
収
に
よ
る

見
通
し
の
改
良
が
住
民
か
ら
要
望

さ
れ
て
い
る
が
。

A（
市
長
）現
在
、当
該
地
は
土
地

信
託
契
約
が
な
さ
れ
、部
分
売
買

が
出
来
な
い
。し
か
し
、土
地
売
買

の
申
し
込
み
が
あ
り
、そ
の
売
買
成

立
後
、新
所
有
者
と
交
渉
し
て
ほ
し

い
と
返
答
が
あ
っ
た
。

A（
建
設
課
長
）当
該
地
の
新
所
有

者
が
決
ま
り
次
第
こ
の
件
の
協
議

を
打
診
し
て
い
き
た
い
。

合
併
記
念
行
事
を
市
内
施

設
で
開
催
で
き
な
い
か
？

Q
合
併
記
念
行
事
が
大
分
市
の
グ

ラ
ン
シ
ア
タ
で
盛
大
に
行
な
わ
れ
た

こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
だ
が
、由
布

市
内
で
開
催
出
来
な
か
っ
た
の
か
。

A（
市
長
）民
間
主
催
の
協
働
と
融

和
を
基
調
と
し
て
行
な
わ
れ
、由
布

市
を
文
化・芸
能
面
で
広
く
Ｐ
Ｒ
で

き
て
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と
思
っ

て
い
る
。

Q
厳
し
い
状
況
だ
と
嘆
き
、市
民

に
我
慢
を
訴
え
る
だ
け
だ
な
く
、抜

本
的
な
行
財
政
改
革
を
行
な
い
、

市
民
と
夢
を
語
っ
て
欲
し
い
。こ
れ

だ
け
高
い
文
化
水
準
を
誇
る
由
布

市
に
自
前
の
文
化
ホ
ー
ル
を
作
る

等
、夢
の
あ
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
掲
げ
て
い

た
だ
く
よ
う
要
望
す
る
。
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一 般 質 問 一般 質問

二宮英俊議員渕野けさ子議員

溝口泰章議員

佐藤郁夫議員

（
前
ペ
ー
ジ
か
ら
の
続
き
）

　

さ
き
に
県
教
育
委
員
会
が
市
町

村
教
育
委
員
会
に
対
し
行
っ
た
、い

じ
め
等
の
実
態
調
査
結
果
で
は
、調

査
対
象
期
間
７
日
間
に
も
係
わ
ら

ず
、３
４
４
６
件
の
い
じ
め
が
報
告

さ
れ
た
が
、由
布
市
の
実
態
は
ど
う

な
の
か
。い
じ
め
の
事
例
の
有
無
に

関
係
な
く
市
教
育
委
員
会
は
、ど

の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
て
い
る
の
か
。

A（
教
育
長
）市
内
小
中
学
校
で
の

い
じ
め
発
生
件
数
は
、本
年
度
４
月

か
ら
10
月
の
間
で
小
学
校
64
件
、中

学
校
31
件
の
計
95
件
、継
続
し
て

指
導
中
が
36
件
あ
り
、教
育
委
員

会
支
援
の
も
と
に
学
校
あ
げ
て
解

決
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

環
境
問
題
に
つ
い
て

Q
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
の
取
り
組
み

は
。

A（
市
長
）Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
改
定
に
伴
い
、

２
０
０
４
年
版
に
変
更
認
証
が
必

要
で
あ
り
、多
大
の
労
力
と
費
用
が

必
要
に
な
る
の
と
、３
年
毎
の
登
録

更
新
審
査
が
終
了
し
た
時
点
で
、一

定
の
目
的
は
達
し
た
と
し
て
更
新

を
し
て
い
な
い
。し
か
し
、エ
コ
運
動

等
の
独
自
の
取
組
み
は
継
続
し
て
い

る
。

Q
学
校
版
環
境
問
題
の
取
り
組
み

は
。

A（
教
育
長
）現
在
す
べ
て
の
小
中

学
校
か
ら
本
年
度
取
り
組
ん
だ
具

体
的
な
項
目
に
つ
い
て
、１
月
末
ま

で
に
審
査
を
実
施
す
る
。ま
た
、６

月
の
環
境
教
育
月
間
を
中
心
に
、

年
間
を
通
じ
て
節
水
、節
電
、ご
み

処
理
等
を
考
え
、で
き
る
と
こ
ろ
か

ら
取
り
組
ん
で
い
る
。

Q
家
庭
ご
み
の
違
法
焼
却
、監
視

員
の
状
況
は
。

A（
市
長
）悪
臭
や
、黒
煙
な
ど
近

所
か
ら
の
通
報
に
よ
り
指
導
を
行

な
っ
て
い
る
。違
法
な
自
己
処
理
や

不
法
投
棄
に
つ
い
て
は
、あ
く
ま
で

も
個
人
の
モ
ラ
ル
の
問
題
だ
が
、今

後
も
啓
発
活
動
を
継
続
し
て
い
く
。

道
路
問
題
に
つ
い
て

Q
厳
し
い
財
政
予
算
の
中
で
事
業

を
行
な
う
の
に
は
、重
要
性
、整
備

効
果
の
上
が
る
投
資
が
必
要
だ
が
、

優
先
順
位
は
。

　

ま
た
、市
道
認
定
の
基
準
は
。

A（
市
長
）合
併
前
か
ら
の
継
続
事

業
を
優
先
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

認
定
に
つ
い
て
は
、18
年
３
月
に
市

道
認
定
基
準
を
策
定
し
認
定
を
行

な
っ
て
い
る
。

商
工
業
者
に
対
し
、

市
独
自
の
支
援
策
を

Q
行
革
で
、商
工
会
、中
小
企
業
者

の
補
助
金
が
削
減
さ
れ
る
が
、こ
れ

に
代
わ
る
支
援
策
は
。

A（
市
長
）商
品
券
や
利
子
補
給
に

つ
い
て
は
継
続
し
て
支
援
を
す
る
。

市
独
自
で
の
支
援
は
厳
し
い
の
で
、

県
等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
採
択

可
能
な
事
業
が
あ
れ
ば
、市
も
財

政
的
支
援
を
行
な
い
た
い
。

職
員
復
職
サ
ポ
ー
ト
検

討
委
員
会
制
度
制
定
を

Q
全
国
的
に
職
員
の
病
欠
問
題
が

報
道
さ
れ
て
い
る
。職
員
が
少
な
く

な
る
と
日
々
の
仕
事
に
追
わ
れ
電

算
ま
か
せ
の
仕
事
に
な
る
。パ
ソ
コ
ン

の
利
用
度
が
高
く
な
る
程
に
、ス
ト

レ
ス
等
で
精
神
的
な
病
気
が
多
く

な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。｢

心
の
病｣

等
が
心
配
さ
れ
る
が
、長
期
病
休

者
が
ス
ム
ー
ズ
に
職
場
復
帰
で
き
る

具
体
策
は
。

A（
市
長
）「
市
労
働
安
全
衛
生
委

員
会
」を
立
ち
上
げ
、保
健
師
や
産

業
医
等
の
先
生
を
お
願
い
し
、職
員

の
安
全・健
康
の
確
保
は
も
ち
ろ
ん
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
講
習
会
に
参
加
さ

せ
快
適
な
職
場
環
境
づ
く
り
に
取

り
組
む
。

　

職
員
復
職
サ
ポ
ー
ト
検
討
委
員

会
制
度
に
つ
い
て
は
、大
分
市
で
導

入
し
成
果
を
上
げ
て
い
る
と
聞
い
て

い
る
の
で
研
究
し
て
い
く
。

地
域
ケ
ア
整
備
構
想
の

策
定
に
つ
い
て

Q
医
療
制
度
改
革
に
よ
り
、高
齢

者
を
中
心
と
し
た
患
者
負
担
の
増

加
、療
養
病
床
の
削
減
が
ス
タ
ー
ト

し
た
が
、老
健
施
設
等
に
慢
性
病

な
ど
の
患
者
が
入
所
で
き
な
く
な

る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。市
と
し
て
、

在
宅
療
養
が
困
難
な
人
達
の
対
応

策
は
。

A（
市
長
）地
域
ケ
ア
整
備
構
想
は
、

県
が
平
成
19
年
度
に
策
定
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。市
は
県
と
十
分

協
議
を
す
る
。在
宅
ケ
ア
対
策
は
、

現
在
あ
る
施
設
の
特
養
、老
健
、社

協
等
や
地
域
住
民
、行
政
で
策
定

委
員
会
を
つ
く
り
、市
民
の
意
見
を

反
映
し
た
地
域
ケ
ア
構
想
を
策
定

す
る
。

由
布
市
庄
内
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
の
活
用
は

Q
国
の
補
助
金
で
建
設
し
た
庄
内

町
柿
原
１
番
地
に
あ
る
庄
内
老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、休
止
状
態
と
な

っ
て
い
る
が
今
後
の
管
理
運
営
を
ど

う
し
て
い
く
の
か
。

A（
市
長
）庄
内
老
人
福
祉
セ
ン
タ

ー
と
し
て
、指
定
管
理
者
制
度
を

活
用
し
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
考
え
て
い
る
。

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
機
能
と
し
て
、

運
営
形
態
に
よ
り
運
営
費
の
支
出

も
検
討
す
る
。ま
た
、城
ヶ
原
オ
ー

ト
キ
ャ
ン
プ
場
と一
体
と
な
っ
た
管
理

も
必
要
と
考
え
て
い
る
。

由
布
市
に
お
け
る

有
害
鳥
獣
対
策
は

Q
⑴
湯
布
院
町
は
鹿
に
よ
る
被
害

が
多
い
。山
林
に
増
え
る
と
資
源
の

枯
渇
や
地
す
べ
り
等
発
生
し
て
い
る

が
、そ
の
対
策
は
。

⑵
鹿
に
よ
る
交
通
被
害
が
多
発
し
、

市
民
は
大
変
な
被
害
に
あ
っ
て
い
る
。

別
府
市
と
連
携
を
取
り
事
故
防
止

の
た
め
看
板
等
設
置
を
は
じ
め
、目

に
見
え
る
対
策
を
。

⑶
挾
間
の
猿
被
害
に
つ
い
て
大
分
市

と
の
協
議
の
進
捗
状
況
は
。

⑷
捕
獲
中
で
の
事
故
の
対
応
に
は
一

定
の
規
則
が
必
要
だ
が
設
置
す
る

考
え
は
。

A（
市
長
）⑴
湯
布
院
地
域
で
鹿
が

増
加
傾
向
に
あ
り
、そ
れ
に
伴
い
森

林
の
被
害
が
発
生
し
部
分
的
に
木

が
枯
れ
る
な
ど
通
報
が
入
っ
て
い
る
。

今
後
は
銃
に
よ
る
捕
獲
だ
け
で
な

く
、罠
に
よ
る
捕
獲
も
県
と
相
談
し
、

検
討
し
た
い
。

⑵
県
道
別
府
一
宮
線
を
横
断
す
る

鹿
の
た
め
交
通
事
故
が
発
生
し
て

い
る
の
で
、立
看
板
等
別
府
市
や
警

察
署
と
協
議
し
早
急
に
対
応
し
て

い
き
た
い
。

⑶
猿
被
害
に
つ
い
て
は
大
分
市
と
石

城
地
域
猿
対
策
協
議
会
の
間
で
意

見
統
一
が
図
ら
れ
、後
日
覚
書
の
調

印
の
運
び
と
な
っ
て
い
る
。

⑷
有
害
鳥
獣
捕
獲
時
の
事
故
等
補

償
の
基
準
は
な
い
。今
後
、県
と
協

議
し
方
針
を
出
す
。

更
生
保
護
事
業
に

行
政
と
し
て
の
協
力
を

Q
大
分
保
護
観
察
所
で
は
更
生
の

意
欲
の
あ
る
対
象
者
を
前
歴
に
こ

だ
わ
ら
ず
一
般
の
就
労
者
と
待
遇

や
就
労
上
の
特
別
な
差
別
を
せ
ず

積
極
的
に
雇
用
す
る「
協
力
雇
用

主
」登
録
の
開
拓
に
努
力
し
て
い
る
。

由
布
市
と
し
て
も
商
工
会
の
方
々

に
会
議
等
の
折
に
説
明
し
推
進
し

て
欲
し
い
。

A（
市
長
）「
協
力
雇
用
主
」登
録

制
度
の
市
内
雇
用
企
業
へ
の
周
知

に
つ
い
て
は
、商
工
会
等
の
協
力
を

得
な
が
ら
説
明
会
等
の
際
に
大
分

保
護
観
察
所
と
連
携
し
て
積
極
的

に
対
応
し
、制
度
の
周
知
と
推
進
を

支
援
す
る
。

特
定
高
齢
者
に
対
す
る

社
協
と
民
間
業
者
の

バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て

Q
社
協
が
特
定
高
齢
者
に
対
応
す

る
事
に
よ
り
介
護
事
業
か
ら
撤
退

せ
よ
と
の
事
に
つ
い
て
、市
の
考
え
は
。

A（
市
長
）包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運

営
協
議
会
で
慎
重
に
議
論
を
重
ね

て
、社
協
と
民
間
業
者
と
の
話
し
合

い
を
大
い
に
期
待
し
、判
断
し
て
い

き
た
い
。

今
後
の
保
険
予
防
事
業

の
考
え
は

A（
市
長
）19
年
度
に
レ
セ
プ
ト
等

デ
ー
タ
分
析
に
よ
り
特
定
健
康
診

査
等
の
実
施
計
画（
５
カ
年
計
画
）

を
策
定
し
実
施
す
る
。

農
工
商
の
産
業
振
興
策
は

Q
も
う
か
る
農
業
、企
業
誘
致
、不

振
を
極
め
る
地
元
商
業
へ
の
て
こ
入

れ
策
等
を
統
合
す
る
由
布
市
の
ト

ー
タ
ル
ビ
ジ
ョン
を
ど
う
築
い
て
い
く

の
か
。

A（
市
長
）由
布
市
総
合
計
画
の
策

定
で
基
本
姿
勢
を
示
す
。農
産
加

工
品
の
由
布
市
ブ
ラ
ン
ド
開
発
の
推

進
、グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
積
極
導

入
、製
造
業
や
Ｉ
Ｔ
産
業
の
誘
致
方

法
の
研
究
に
取
り
組
み
、市
内
商
業

に
お
い
て
は
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス

の
充
実
を
は
か
る
事
な
ど
が
そ
の

具
体
的
内
容
と
な
る
。

大
学
・
専
門
学
校
の誘

致
を

Q
湯
布
院
町
の
ゆ
ふ
ヶ
丘
プ
ラ
ザ

（
旧
青
年
の
家
）が
開
所
す
る
時
に

別
府
大
学
が
学
部
の
増
設
を
打
ち

出
し
た
が
そ
の
後
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
。

A（
市
長
）市
と
し
て
大
学
と
の
交

流
連
携
を
推
進
し
て
い
る
な
か
、大

学
や
専
門
学
校
と
い
う
教
育
機
関

を
誘
致
す
る
考
え
に
賛
成
す
る
。

今
後
の
課
題
も
多
い
が
大
学
の
方

向（
バ
イ
オ
科
学
、醸
造
学
）を
見
な

が
ら
、市
と
し
て
の
対
応
を
研
究
し

て
い
き
た
い
。

市
道
並
柳
線
入
口
の

危
険
箇
所
改
良
を

Q
こ
の
危
険
箇
所
の
土
地
が
現
在

売
り
に
出
さ
れ
て
い
る
。危
険
箇
所

改
良
の
た
め
部
分
的
買
収
に
よ
る

見
通
し
の
改
良
が
住
民
か
ら
要
望

さ
れ
て
い
る
が
。

A（
市
長
）現
在
、当
該
地
は
土
地

信
託
契
約
が
な
さ
れ
、部
分
売
買

が
出
来
な
い
。し
か
し
、土
地
売
買

の
申
し
込
み
が
あ
り
、そ
の
売
買
成

立
後
、新
所
有
者
と
交
渉
し
て
ほ
し

い
と
返
答
が
あ
っ
た
。

A（
建
設
課
長
）当
該
地
の
新
所
有

者
が
決
ま
り
次
第
こ
の
件
の
協
議

を
打
診
し
て
い
き
た
い
。

合
併
記
念
行
事
を
市
内
施

設
で
開
催
で
き
な
い
か
？

Q
合
併
記
念
行
事
が
大
分
市
の
グ

ラ
ン
シ
ア
タ
で
盛
大
に
行
な
わ
れ
た

こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
だ
が
、由
布

市
内
で
開
催
出
来
な
か
っ
た
の
か
。

A（
市
長
）民
間
主
催
の
協
働
と
融

和
を
基
調
と
し
て
行
な
わ
れ
、由
布

市
を
文
化・芸
能
面
で
広
く
Ｐ
Ｒ
で

き
て
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と
思
っ

て
い
る
。

Q
厳
し
い
状
況
だ
と
嘆
き
、市
民

に
我
慢
を
訴
え
る
だ
け
だ
な
く
、抜

本
的
な
行
財
政
改
革
を
行
な
い
、

市
民
と
夢
を
語
っ
て
欲
し
い
。こ
れ

だ
け
高
い
文
化
水
準
を
誇
る
由
布

市
に
自
前
の
文
化
ホ
ー
ル
を
作
る

等
、夢
の
あ
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
掲
げ
て
い

た
だ
く
よ
う
要
望
す
る
。
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一 般 質 問 一 般質 問

西郡均議員

高橋義孝議員江藤明彦議員

行
財
政
改
革
プ
ラ
ン
の

数
値
が
い
い
加
減
で
は

Q
行
革
プ
ラ
ン
が
由
布
市
の
現
状

分
析
や
将
来
見
通
し
に
基
づ
い
て
つ

く
ら
れ
て
い
な
い
。財
政
推
計
の
数

値
が
い
い
加
減
で
あ
る
。

A（
市
長
）平
成
17
年
４
月
７
日
の

総
務
省
指
針
を
踏
ま
え
、事
務
事

業
の
再
編
や
定
数
管
理
の
適
正
化
、

給
与
の
総
点
検
な
ど
を
盛
り
込
ん

だ
行
財
政
行
革
プ
ラ
ン
で
あ
る
。由

布
市
の
将
来
を
見
据
え
、よ
り
効

果
的
で
継
続
可
能
な
行
財
政
運
営

の
基
盤
を
構
築
す
る
た
め
に
策
定

し
た
。財
政
推
計
は
絶
え
ず
見
直

し
変
更
し
た
も
の
で
決
し
て
い
い
加

減
な
数
値
で
は
な
い
。

米
海
兵
隊
の
日
出
生
台

演
習
訓
練
受
入
れ
る
な

Q
米
海
兵
隊
の
日
出
生
台
演
習
で

小
火
器
訓
練
は
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
と
言
っ
て
い
た
の
に
、受
け
入
れ
た

の
は
理
解
で
き
な
い
。

A（
市
長
）滞
在
期
間
の
２
日
間
短

縮
が
住
民
生
活
の
早
期
安
定
に
つ

な
が
る
と
判
断
し
小
火
器
訓
練
受

け
入
れ
を
四
者
協
の
場
で
決
め
た
。

市
民
生
活
の
安
定
を
確
保
し
、不

安
解
消
を
図
る
こ
と
を
基
本
に
移

転
訓
練
の
縮
小・廃
止
が
基
本
的
ス

タ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。ス

モ
モ
裁
判
に
つ
い
て

Q
ス
モ
モ
裁
判
の
高
裁
判
決
は
住

民
の
請
求
期
限
の
超
過
で
市
長
の

勝
訴
に
な
っ
て
い
る
が
、判
決
文
で

市
長
ば
か
り
か
議
会
や
監
査
委
員

ま
で
批
判
さ
れ
て
い
る
。

A（
市
長
）原
告
住
民
が
最
高
裁

判
所
に
上
告
し
た
の
で
こ
の
裁
判
は

い
ま
だ
係
争
中
だ
。補
助
金
の
公
益

性
を
主
張
し
た
が
地
裁
高
裁
と
も

に
判
断
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

消
防
職
員
の
定
数
と
給

料
表
は
納
得
さ
れ
た
か

Q
団
塊
の
世
代
の
退
職
者
に
対
応

す
る
た
め
早
め
に
採
用
し
て
教
育

訓
練
を
行
う
た
め
の
消
防
職
員
の

定
数
増
の
議
案
と
、消
防
職
員
を

今
の
公
安
職
給
料
表
か
ら
一
般
行

政
職
給
料
表
に
す
る
議
案
を
提
出

し
て
い
る
が
、現
場
職
員
は
納
得
し

て
い
る
の
か
。

A（
消
防
長
）職
員
の
定
数
改
正
、

公
安
職
か
ら
行
政
職
へ
の
給
料
表

の
移
行
に
つ
い
て
は
職
員
へ
の
説
明

を
過
去
２
回
実
施
し
て
、了
解
を

得
て
い
る
。さ
ら
に
最
終
説
明
会
を

今
月
14
日
、15
日
に
行
う
。こ
れ
ま

で
職
員
の
増
員
を
お
願
い
し
て
き

た
が
諸
般
の
事
情
で
で
き
て
い
な
い
。

条
例
改
正
で
前
倒
し
採
用
し
て
い

た
だ
く
点
で
大
き
く
一
歩
前
進
し

た
と
思
う
。

福
祉
行
政
に
つ
い
て

Q
湯
布
院
厚
生
年
金
病
院
の
公
的

存
続
と
同
保
養
ホ
ー
ム
の
医
療
関

連
施
設
と
し
て
の
機
能
維
持
に
つ
い

て
は
、こ
れ
ま
で
何
度
も
質
問
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

市
長
か
ら
は「
高
齢
化
社
会
の

進
展
に
伴
い
、介
護
予
防
な
ど
の
分

野
で
そ
の
機
能
を
活
用
し
て
い
く

こ
と
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
り
、市

民
あ
げ
て
の
運
動
を
展
開
し
て
い

く
」な
ど
、こ
れ
ま
で
も
前
向
き
な

答
弁
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

病
院
に
つ
い
て
は
、全
国
の
公
的

存
続
運
動
に
よ
り
、方
針
の
手
直
し

が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
だ
。

保
養
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
は「
病
院
と
の

連
携
し
た
機
能
維
持
」は
売
却
条

件
と
し
て
付
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

他
の
用
途
に
転
用
で
き
る
抜
け
穴

が
あ
る
の
が
現
状
だ
。

　

こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
、地
元
自
治

体
と
し
て
、公
的
存
続
に
関
す
る
要

望
を
様
々
な
方
法
で
国
や
関
係
機

関
に
示
し
て
い
く
こ
と
が
改
め
て
重

要
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、今
後
の
対

応
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

A（
市
長
）公
的
施
設
と
し
て
の
存

続
と
い
う
強
い
思
い
は
こ
れ
ま
で
と

変
わ
っ
て
い
な
い
。由
布
市
の
地
域

医
療
の
観
点
か
ら
も
引
き
続
き
、

要
望
活
動
と
同
時
に
関
係
機
関
と

情
報
を
密
に
し
な
が
ら
取
り
組
ん

で
参
り
た
い
。

　

ま
た
、年
金
病
院
と
同
保
養
ホ

ー
ム
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
を
整
理
機
構
の
方
に

も
要
望
を
あ
げ
て
い
き
た
い
。

教
育
行
政
に
つ
い
て

Q
日
本
の
学
校
は
、知
識
を
教
え

る
教
科
教
育
と
社
会
で
生
き
て
い

く
た
め
に
必
要
な
生
活
の
仕
方
や

礼
儀
な
ど
を
教
え
る
生
活
教
育
の

二
本
柱
で
進
ん
で
き
た
と
思
う
。と

り
わ
け
挨
拶
、け
じ
め
、め
り
は
り

が
大
事
で
あ
り
、授
業
の
始
ま
り
や

終
わ
り
は「
起
立・礼・着
席
」が
基

本
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、学
校

に
よ
っ
て
様
々
な
様
だ
。こ
の
こ
と
に

つ
い
て
、行
政
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
。

A（
教
育
長
）今
日
、児
童
生
徒
に

基
本
的
な
生
活
習
慣
を
し
っ
か
り

と
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
は
重
要
な

課
題
で
あ
り
、授
業
に
お
け
る
起

立・礼・着
席
は
、生
活
に
け
じ
め
と

潤
い
を
持
た
せ
、節
度
あ
る
学
校
生

活
を
送
る
上
で
、学
校
生
活
の
基
本

的
規
律
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。実

情
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
、よ
り

良
い
方
向
に
持
っ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

行
政
に
お
け
る
事
業
の

検
証
、見
直
し
等
は

Q
合
併
前
の
各
町
の
単
独
事
業
の

引
継
ぎ
、実
施
で
き
な
い
事
業
計
画

の
取
り
扱
い
は
。

　

合
併
協
で
方
向
が
示
さ
れ
て
い

な
い
事
業
、中
断
、検
討
さ
れ
て
い
な

い
事
業
の
対
応
策
は
。

　

ま
た
今
後
行
財
政
改
革
の
中
で
、

削
減
、保
留
、新
規
事
業
に
対
す
る

検
証
、見
直
し
等
の
チ
ェッ
ク
機
能

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

A（
市
長
）合
併
時
点
で
計
画
さ
れ

て
い
た
事
業
に
つ
い
て
は
、担
当
部

局
で
引
継
ぎ
を
し
て
い
る
。そ
の
時

点
で
実
施
で
き
な
い
と
判
断
し
た

事
業
計
画
は
な
い
。

　

今
後
の
対
応
は
、由
布
市
総
合

計
画
に
沿
っ
て
財
政
状
況
を
勘
案

し
、達
成
状
況
を
市
民
に
公
表
し

て
い
く
。

A（
総
務
部
長
）行
革
プ
ラ
ン
を
５

ヶ
年
間
で
確
実
に
実
施
し
、決
算
の

折
、
一
つ
一
つ
の
事
業
を
確
実
に

見
直
し
、決
算
書
の
成
果
説
明
書

に
評
価
を
記
載
し
、新
年
度
も
し
っ

か
り
検
証
し
て
い
き
た
い
。

高
齢
者
を
取
り
巻
く

医
療
、介
護
の
環
境
は

Q
独
居
老
人
の
把
握
、認
知
症
患

者
へ
の
対
応
、在
宅
医
療
の
負
担
に

対
す
る
ケ
ア
、支
援
策
は
。

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
の
説
明
を
。

A
（
市
長
）独
居
老
人
は
挾
間

３
６
２
名
、庄
内
３
０
０
名
、湯
布

院
３
１
８
名
。対
策
と
し
て
訪
問
員

制
度
や
福
祉
推
進
員
を
設
置
し
、

「
一
人
暮
ら
し
の
集
い
」事
業
等
を

実
施
し
て
い
る
。認
知
症
患
者
へ
の

対
応
策
は
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養

成
講
座
を
開
催
し
、地
域
で
支
え

る
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

　

家
族
に
対
す
る
事
業
は
、家
族

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
催
。負
担
に

つ
い
て
は
、老
人
等
介
護
手
当
支
援

条
例
を
設
置
。

　

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
は
、患

者
、家
族
に
と
っ
て
24
時
間
窓
口
と

な
り
、病
院
や
診
療
所
、薬
局
、訪

問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
を

図
り
、24
時
間
往
診
や
訪
問
介
護

策
を
提
供
す
る
施
設
。市
で
は
６

医
療
機
関
が
申
請
中
。

由
布
市
の
消
防
防
災

体
制
は
適
正
か

Q
消
防
署
、出
張
所
の
機
器
や
機

能
的
人
員
配
置
は
適
正
か
。

A（
市
長
）現
組
織
体
制
は
維
持

し
て
い
き
た
い
。人
員
に
つ
い
て
は

諸
々
の
事
を
考
慮
す
る
と
若
干
少

な
い
が
行
革
を
進
め
て
い
る
最
中
。

工
作
車
の
導
入
成
果
も
出
て
い
る
。

消
防
車
の
大
型
化
に
つ
い
て
は
市
道

等
の
状
況
を
見
極
め
検
討
し
て
い

く
。

A（
消
防
長
）湯
布
院
の
タ
ン
ク
車

は
18
年
目
を
迎
え
て
い
る
。職
員
の

充
足
率
は
約
50
％
。

A（
市
長
）充
足
率
は
低
い
。職
員

の
人
事
交
流
も
考
え
て
い
る
。消
防

署
の
位
置
は
市
民
の
利
便
性
を
一

番
に
考
え
る
。今
後
も
大
規
模
災

害
に
備
え
、自
衛
隊
、警
察
、自
治

消
防
、医
療
団
等
と
強
力
な
連
携

を
図
っ
て
い
く
。

国
体
の
準
備
態
勢
と

進
捗
状
況
は

Q
歓
迎
、宿
泊
、施
設
等
の
整
備
、

も
て
な
し
、財
政
面
や
ス
タ
ッ
フ
体

制
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

A（
市
長
）由
布
市
で
は
５
競
技
が

行
わ
れ
る
。宿
泊
は
由
布
市
の
旅

館
、ホ
テ
ル
で
対
応
可
能
。市
有
施

設
は
当
市
の
負
担
。ラ
グ
ビ
ー
会
場

は
18
年
度
、人
工
芝
２
面
の
整
備
。

各
会
場
若
干
の
補
修
が
必
要
。簡

素
な
中
に
も
夢
と
感
動
が
あ
ふ
れ

る
大
会
を
目
指
す
。

A（
国
体
準
備
室
長
）計
画
輸
送

を
行
う
が
、
一
方
通
行
、側
溝
整

備
を
検
討
し
て
い
る
。

地
域
文
化
の
構
築
を

Q
伝
統
、文
化
、芸
術
を
発
掘
す
る

た
め
、市
の
体
制
や
官
民
協
働
の
組

織
づ
く
り
は
。

A（
市
長
）地
域
、学
校
、家
庭
が

一
体
化
し
た
協
働
、協
育
の
充
実

を
図
り
、地
域
ぐ
る
み
で
の
文
化
、

芸
能
の
伝
承
を
生
涯
学
習
課
で
推

進
し
て
い
く
。

A（
生
涯
学
習
課
長
）現
在
文
化

財
の
指
定
選
定
中
で
あ
る
。

湯
布
院
下
湯
平

「
幸
せ
の
湯
」は
ど
う
な
る

Q
温
泉
施
設
と
周
辺
関
連
施
設
の

建
設
の
趣
旨
を
改
め
て
確
認
し
た

い
。目
的
、管
理
、運
営
、休
館
の
理

由
と
経
緯
は
。再
館
す
る
た
め
の
問

題
点
は
。

A（
市
長
）市
の
直
営
管
理
と
な
っ

て
い
る
。今
後
、管
理
運
営
に
関
す

る
結
論
が
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

下
湯
平
地
域
の
活
性
化
、定
住
活

性
化
策
と
し
て
、ま
た
、地
域
の
共

同
温
泉
場
と
し
て
地
域
コ
ミ
ュニ
テ

ィ
の
施
設
と
し
て
の
機
能
を
継
承

し
て
い
き
た
い
。

A（
湯
布
院
振
興
局
長
）地
元
管

理
組
合
の
方
向
が
出
れ
ば
、前
向
き

に
協
議
し
て
い
く
。事
業
内
容
等
は

検
討
し
て
い
る
。

田中真理子議員

国体マスコット「めじろん」

休館中の「幸せの湯」（湯布院・下湯平）



122007.1.由布市議会だより由布市議会だより2007.1.13

一 般 質 問 一 般質 問

西郡均議員

高橋義孝議員江藤明彦議員

行
財
政
改
革
プ
ラ
ン
の

数
値
が
い
い
加
減
で
は

Q
行
革
プ
ラ
ン
が
由
布
市
の
現
状

分
析
や
将
来
見
通
し
に
基
づ
い
て
つ

く
ら
れ
て
い
な
い
。財
政
推
計
の
数

値
が
い
い
加
減
で
あ
る
。

A（
市
長
）平
成
17
年
４
月
７
日
の

総
務
省
指
針
を
踏
ま
え
、事
務
事

業
の
再
編
や
定
数
管
理
の
適
正
化
、

給
与
の
総
点
検
な
ど
を
盛
り
込
ん

だ
行
財
政
行
革
プ
ラ
ン
で
あ
る
。由

布
市
の
将
来
を
見
据
え
、よ
り
効

果
的
で
継
続
可
能
な
行
財
政
運
営

の
基
盤
を
構
築
す
る
た
め
に
策
定

し
た
。財
政
推
計
は
絶
え
ず
見
直

し
変
更
し
た
も
の
で
決
し
て
い
い
加

減
な
数
値
で
は
な
い
。

米
海
兵
隊
の
日
出
生
台

演
習
訓
練
受
入
れ
る
な

Q
米
海
兵
隊
の
日
出
生
台
演
習
で

小
火
器
訓
練
は
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
と
言
っ
て
い
た
の
に
、受
け
入
れ
た

の
は
理
解
で
き
な
い
。

A（
市
長
）滞
在
期
間
の
２
日
間
短

縮
が
住
民
生
活
の
早
期
安
定
に
つ

な
が
る
と
判
断
し
小
火
器
訓
練
受

け
入
れ
を
四
者
協
の
場
で
決
め
た
。

市
民
生
活
の
安
定
を
確
保
し
、不

安
解
消
を
図
る
こ
と
を
基
本
に
移

転
訓
練
の
縮
小・廃
止
が
基
本
的
ス

タ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。ス

モ
モ
裁
判
に
つ
い
て

Q
ス
モ
モ
裁
判
の
高
裁
判
決
は
住

民
の
請
求
期
限
の
超
過
で
市
長
の

勝
訴
に
な
っ
て
い
る
が
、判
決
文
で

市
長
ば
か
り
か
議
会
や
監
査
委
員

ま
で
批
判
さ
れ
て
い
る
。

A（
市
長
）原
告
住
民
が
最
高
裁

判
所
に
上
告
し
た
の
で
こ
の
裁
判
は

い
ま
だ
係
争
中
だ
。補
助
金
の
公
益

性
を
主
張
し
た
が
地
裁
高
裁
と
も

に
判
断
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

消
防
職
員
の
定
数
と
給

料
表
は
納
得
さ
れ
た
か

Q
団
塊
の
世
代
の
退
職
者
に
対
応

す
る
た
め
早
め
に
採
用
し
て
教
育

訓
練
を
行
う
た
め
の
消
防
職
員
の

定
数
増
の
議
案
と
、消
防
職
員
を

今
の
公
安
職
給
料
表
か
ら
一
般
行

政
職
給
料
表
に
す
る
議
案
を
提
出

し
て
い
る
が
、現
場
職
員
は
納
得
し

て
い
る
の
か
。

A（
消
防
長
）職
員
の
定
数
改
正
、

公
安
職
か
ら
行
政
職
へ
の
給
料
表

の
移
行
に
つ
い
て
は
職
員
へ
の
説
明

を
過
去
２
回
実
施
し
て
、了
解
を

得
て
い
る
。さ
ら
に
最
終
説
明
会
を

今
月
14
日
、15
日
に
行
う
。こ
れ
ま

で
職
員
の
増
員
を
お
願
い
し
て
き

た
が
諸
般
の
事
情
で
で
き
て
い
な
い
。

条
例
改
正
で
前
倒
し
採
用
し
て
い

た
だ
く
点
で
大
き
く
一
歩
前
進
し

た
と
思
う
。

福
祉
行
政
に
つ
い
て

Q
湯
布
院
厚
生
年
金
病
院
の
公
的

存
続
と
同
保
養
ホ
ー
ム
の
医
療
関

連
施
設
と
し
て
の
機
能
維
持
に
つ
い

て
は
、こ
れ
ま
で
何
度
も
質
問
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

市
長
か
ら
は「
高
齢
化
社
会
の

進
展
に
伴
い
、介
護
予
防
な
ど
の
分

野
で
そ
の
機
能
を
活
用
し
て
い
く

こ
と
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
り
、市

民
あ
げ
て
の
運
動
を
展
開
し
て
い

く
」な
ど
、こ
れ
ま
で
も
前
向
き
な

答
弁
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

病
院
に
つ
い
て
は
、全
国
の
公
的

存
続
運
動
に
よ
り
、方
針
の
手
直
し

が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
だ
。

保
養
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
は「
病
院
と
の

連
携
し
た
機
能
維
持
」は
売
却
条

件
と
し
て
付
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

他
の
用
途
に
転
用
で
き
る
抜
け
穴

が
あ
る
の
が
現
状
だ
。

　

こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
、地
元
自
治

体
と
し
て
、公
的
存
続
に
関
す
る
要

望
を
様
々
な
方
法
で
国
や
関
係
機

関
に
示
し
て
い
く
こ
と
が
改
め
て
重

要
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、今
後
の
対

応
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

A（
市
長
）公
的
施
設
と
し
て
の
存

続
と
い
う
強
い
思
い
は
こ
れ
ま
で
と

変
わ
っ
て
い
な
い
。由
布
市
の
地
域

医
療
の
観
点
か
ら
も
引
き
続
き
、

要
望
活
動
と
同
時
に
関
係
機
関
と

情
報
を
密
に
し
な
が
ら
取
り
組
ん

で
参
り
た
い
。

　

ま
た
、年
金
病
院
と
同
保
養
ホ

ー
ム
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
を
整
理
機
構
の
方
に

も
要
望
を
あ
げ
て
い
き
た
い
。

教
育
行
政
に
つ
い
て

Q
日
本
の
学
校
は
、知
識
を
教
え

る
教
科
教
育
と
社
会
で
生
き
て
い

く
た
め
に
必
要
な
生
活
の
仕
方
や

礼
儀
な
ど
を
教
え
る
生
活
教
育
の

二
本
柱
で
進
ん
で
き
た
と
思
う
。と

り
わ
け
挨
拶
、け
じ
め
、め
り
は
り

が
大
事
で
あ
り
、授
業
の
始
ま
り
や

終
わ
り
は「
起
立・礼・着
席
」が
基

本
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、学
校

に
よ
っ
て
様
々
な
様
だ
。こ
の
こ
と
に

つ
い
て
、行
政
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
。

A（
教
育
長
）今
日
、児
童
生
徒
に

基
本
的
な
生
活
習
慣
を
し
っ
か
り

と
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
は
重
要
な

課
題
で
あ
り
、授
業
に
お
け
る
起

立・礼・着
席
は
、生
活
に
け
じ
め
と

潤
い
を
持
た
せ
、節
度
あ
る
学
校
生

活
を
送
る
上
で
、学
校
生
活
の
基
本

的
規
律
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。実

情
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
、よ
り

良
い
方
向
に
持
っ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

行
政
に
お
け
る
事
業
の

検
証
、見
直
し
等
は

Q
合
併
前
の
各
町
の
単
独
事
業
の

引
継
ぎ
、実
施
で
き
な
い
事
業
計
画

の
取
り
扱
い
は
。

　

合
併
協
で
方
向
が
示
さ
れ
て
い

な
い
事
業
、中
断
、検
討
さ
れ
て
い
な

い
事
業
の
対
応
策
は
。

　

ま
た
今
後
行
財
政
改
革
の
中
で
、

削
減
、保
留
、新
規
事
業
に
対
す
る

検
証
、見
直
し
等
の
チ
ェッ
ク
機
能

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

A（
市
長
）合
併
時
点
で
計
画
さ
れ

て
い
た
事
業
に
つ
い
て
は
、担
当
部

局
で
引
継
ぎ
を
し
て
い
る
。そ
の
時

点
で
実
施
で
き
な
い
と
判
断
し
た

事
業
計
画
は
な
い
。

　

今
後
の
対
応
は
、由
布
市
総
合

計
画
に
沿
っ
て
財
政
状
況
を
勘
案

し
、達
成
状
況
を
市
民
に
公
表
し

て
い
く
。

A（
総
務
部
長
）行
革
プ
ラ
ン
を
５

ヶ
年
間
で
確
実
に
実
施
し
、決
算
の

折
、
一
つ
一
つ
の
事
業
を
確
実
に

見
直
し
、決
算
書
の
成
果
説
明
書

に
評
価
を
記
載
し
、新
年
度
も
し
っ

か
り
検
証
し
て
い
き
た
い
。

高
齢
者
を
取
り
巻
く

医
療
、介
護
の
環
境
は

Q
独
居
老
人
の
把
握
、認
知
症
患

者
へ
の
対
応
、在
宅
医
療
の
負
担
に

対
す
る
ケ
ア
、支
援
策
は
。

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
の
説
明
を
。

A
（
市
長
）独
居
老
人
は
挾
間

３
６
２
名
、庄
内
３
０
０
名
、湯
布

院
３
１
８
名
。対
策
と
し
て
訪
問
員

制
度
や
福
祉
推
進
員
を
設
置
し
、

「
一
人
暮
ら
し
の
集
い
」事
業
等
を

実
施
し
て
い
る
。認
知
症
患
者
へ
の

対
応
策
は
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養

成
講
座
を
開
催
し
、地
域
で
支
え

る
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

　

家
族
に
対
す
る
事
業
は
、家
族

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
催
。負
担
に

つ
い
て
は
、老
人
等
介
護
手
当
支
援

条
例
を
設
置
。

　

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
は
、患

者
、家
族
に
と
っ
て
24
時
間
窓
口
と

な
り
、病
院
や
診
療
所
、薬
局
、訪

問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
を

図
り
、24
時
間
往
診
や
訪
問
介
護

策
を
提
供
す
る
施
設
。市
で
は
６

医
療
機
関
が
申
請
中
。

由
布
市
の
消
防
防
災

体
制
は
適
正
か

Q
消
防
署
、出
張
所
の
機
器
や
機

能
的
人
員
配
置
は
適
正
か
。

A（
市
長
）現
組
織
体
制
は
維
持

し
て
い
き
た
い
。人
員
に
つ
い
て
は

諸
々
の
事
を
考
慮
す
る
と
若
干
少

な
い
が
行
革
を
進
め
て
い
る
最
中
。

工
作
車
の
導
入
成
果
も
出
て
い
る
。

消
防
車
の
大
型
化
に
つ
い
て
は
市
道

等
の
状
況
を
見
極
め
検
討
し
て
い

く
。

A（
消
防
長
）湯
布
院
の
タ
ン
ク
車

は
18
年
目
を
迎
え
て
い
る
。職
員
の

充
足
率
は
約
50
％
。

A（
市
長
）充
足
率
は
低
い
。職
員

の
人
事
交
流
も
考
え
て
い
る
。消
防

署
の
位
置
は
市
民
の
利
便
性
を
一

番
に
考
え
る
。今
後
も
大
規
模
災

害
に
備
え
、自
衛
隊
、警
察
、自
治

消
防
、医
療
団
等
と
強
力
な
連
携

を
図
っ
て
い
く
。

国
体
の
準
備
態
勢
と

進
捗
状
況
は

Q
歓
迎
、宿
泊
、施
設
等
の
整
備
、

も
て
な
し
、財
政
面
や
ス
タ
ッ
フ
体

制
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

A（
市
長
）由
布
市
で
は
５
競
技
が

行
わ
れ
る
。宿
泊
は
由
布
市
の
旅

館
、ホ
テ
ル
で
対
応
可
能
。市
有
施

設
は
当
市
の
負
担
。ラ
グ
ビ
ー
会
場

は
18
年
度
、人
工
芝
２
面
の
整
備
。

各
会
場
若
干
の
補
修
が
必
要
。簡

素
な
中
に
も
夢
と
感
動
が
あ
ふ
れ

る
大
会
を
目
指
す
。

A（
国
体
準
備
室
長
）計
画
輸
送

を
行
う
が
、
一
方
通
行
、側
溝
整

備
を
検
討
し
て
い
る
。

地
域
文
化
の
構
築
を

Q
伝
統
、文
化
、芸
術
を
発
掘
す
る

た
め
、市
の
体
制
や
官
民
協
働
の
組

織
づ
く
り
は
。

A（
市
長
）地
域
、学
校
、家
庭
が

一
体
化
し
た
協
働
、協
育
の
充
実

を
図
り
、地
域
ぐ
る
み
で
の
文
化
、

芸
能
の
伝
承
を
生
涯
学
習
課
で
推

進
し
て
い
く
。

A（
生
涯
学
習
課
長
）現
在
文
化

財
の
指
定
選
定
中
で
あ
る
。

湯
布
院
下
湯
平

「
幸
せ
の
湯
」は
ど
う
な
る

Q
温
泉
施
設
と
周
辺
関
連
施
設
の

建
設
の
趣
旨
を
改
め
て
確
認
し
た

い
。目
的
、管
理
、運
営
、休
館
の
理

由
と
経
緯
は
。再
館
す
る
た
め
の
問

題
点
は
。

A（
市
長
）市
の
直
営
管
理
と
な
っ

て
い
る
。今
後
、管
理
運
営
に
関
す

る
結
論
が
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

下
湯
平
地
域
の
活
性
化
、定
住
活

性
化
策
と
し
て
、ま
た
、地
域
の
共

同
温
泉
場
と
し
て
地
域
コ
ミ
ュニ
テ

ィ
の
施
設
と
し
て
の
機
能
を
継
承

し
て
い
き
た
い
。

A（
湯
布
院
振
興
局
長
）地
元
管

理
組
合
の
方
向
が
出
れ
ば
、前
向
き

に
協
議
し
て
い
く
。事
業
内
容
等
は

検
討
し
て
い
る
。

田中真理子議員

国体マスコット「めじろん」

休館中の「幸せの湯」（湯布院・下湯平）
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一 般 質 問 一般 質問

立川剛志議員

小林華弥子議員

太田正美議員

三重野精二議員

農
業
農
村
の
活
性
化
対

策
の
具
体
的
取
組
み
は

Q
湯
布
院
観
光
と
庄
内
の
農
業
の

結
び
つ
き
に
対
し
て
具
体
的
取
組

み
と
進
捗
状
況
は
。

A（
市
長
）湯
布
院
地
域
で
の
需
要

の
意
見
は
ま
と
め
て
い
る
が
、農
業

サ
イ
ド
の
集
約
が
で
き
て
い
な
い
。

今
後
は
農
家
と
じ
っ
く
り
話
し
合
い
、

安
心
、安
全
な
農
作
物
の
安
定
供

給
に
向
け
組
織
づ
く
り
に
努
力
す

る
。

Q
塚
原
に「
道
の
駅
」的
な
施
設
を

建
設
す
る
考
え
は
な
い
の
か
。

A（
市
長
）合
併
周
辺
部
対
策
事

業
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
を
模
索

す
べ
く
、県
中
部
振
興
局
と
協
議

中
で
あ
り
遠
か
ら
ず
方
向
性
が
見

え
て
く
る
。

Q
農
業
振
興
計
画
や
農
地
転
用
の

許
認
可
に
つ
い
て
一
貫
性
が
確
立

さ
れ
て
い
る
の
か
。

A（
市
長
）農
業
振
興
計
画
は
旧

町
時
の
計
画
に
基
づ
き
行
っ
て
い
る
。

農
地
転
用
に
つ
い
て
は
、農
地
法
や

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
る
。市
と

し
て
一
貫
性
が
確
立
し
て
い
る
。

Q
一
括
し
た
農
業
総
合
支
援
セ
ン

タ
ー
を
、設
置
す
る
考
え
は
。

A（
市
長
）現
在
の
と
こ
ろ
市
内
に

は
２
つ
の
J
A
が
あ
り
合
併
が
20

年
の
４
月
と
予
想
さ
れ
、現
時
点
で

は
難
し
い
が
、合
併
の
時
期
が
来
た

時
点
で
協
議
検
討
し
た
い
。

由
布
市
の
将
来
を
見
据
え

た
道
路
交
通
網
の
整
備
を

Q
２
１
０
号
線
か
ら
湯
布
院
に
入

る
橋
が
狭
い
上
見
通
し
も
悪
い
。位

置
を
変
え
て
の
架
け
替
え
が
必
要

と
考
え
る
が
市
長
の
考
え
は
。

A（
市
長
）指
摘
の
件
に
つ
い
て
は
、

今
後
大
分
川
上
流
へ
向
け
河
床
掘

削
を
行
う
計
画
で
あ
り
、河
川
改

修
と
あ
わ
せ
県
に
要
望
し
て
い
く
。

Q
由
布
川
橋
か
ら
中
心
部
へ
向
け

て
基
幹
道
の
整
備
が
急
が
れ
る
が

市
長
の
考
え
は
。

A（
市
長
）圃
場
整
備
内
の
幹
線
道

路
整
備
と
な
る
と
、途
中
３
橋
梁
の

架
け
替
え
が
必
要
と
な
り
、ま
た

Ｊ
Ｒ
花
園
踏
切
も
全
面
改
良
と
な

り
、市
単
独
で
は
困
難
で
あ
る
。県

道
別
府
一
宮
線
の
整
備
を
強
く
県

に
要
望
し
て
い
く
。

福
祉
施
設
の
民
営
化
は慎重

に

Q
行
革
プ
ラ
ン
の
中
に
、挾
間
保
育

所
や
西
庄
内
保
育
所
を
民
間
移
譲

も
し
く
は
廃
止
す
る
と
あ
る
。更
に
、

寿
楽
苑
や
小
松
寮
も
民
間
移
譲
も

し
く
は
指
定
管
理
者
制
度
に
す
る

と
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
が
、こ

れ
ら
の
根
拠
は
。

A（
市
長
）今
の
財
政
状
況
や
今
後

の
民
間
活
力
を
考
え
た
と
き
、行

政
が
直
接
運
営
す
る
よ
り
も
民
間

活
力
で
活
き
活
き
と
や
っ
て
い
た
だ

い
た
方
が
い
い
と
い
う
風
に
判
断
し

て
い
る
。

Q
民
間
活
力
を
導
入
す
る
の
が
、

単
に
行
政
側
の
財
政
が
厳
し
い
か

ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
あ
る
と
す

れ
ば
、民
間
に
コ
ス
ト
や
リ
ス
ク
を

押
し
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。本
来
、

行
政
が
す
べ
き
サ
ー
ビ
ス
と
は
何
か
、

民
間
活
力
を
導
入
す
る
こ
と
の
意

義
を
ど
う
考
え
る
の
か
を
は
っ
き
り

示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　

さ
ら
に
、こ
れ
ま
で
行
政
が
行
っ

て
い
た
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、ど
の
部
分

を
民
間
に
任
せ
る
の
か
は
、誰
が
判

断
す
る
の
か
。

A（
市
長
）民
間
の
方
に
考
え
を
聞

き
な
が
ら
、最
終
的
に
は
私
が
判
断

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

る
。

Q
市
長
が
考
え
決
め
る
前
に
、ま

ず
は
住
民
や
市
民
に
そ
の
選
択
の

チ
ャ
ン
ス
を
提
供
す
べ
き
だ
。い
ま

各
地
の
自
治
体
で
行
わ
れ
て
い
る

「
提
案
型
公
共
サ
ー
ビ
ス
民
営
化
制

度
」や「
民
間
事
業
化
提
案
制
度
」

と
いっ
た
制
度
を
導
入
検
討
し
て
は

ど
う
か
。

A（
行
財
政
改
革
室
長
）最
終
的

に
は
市
長
が
決
定
す
る
こ
と
に
な

る
が
、そ
の
前
に
住
民
の
皆
さ
ん
の

意
見
を
取
り
入
れ
る
仕
組
み
づ
く

り
に
も
取
り
組
ん
で
行
き
た
い
。

市
政
に
市
民
の
声
や
民
意

は
反
映
さ
れ
て
い
る
か

Q
市
が
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、

「
市
民
の
意
見
が
ま
ち
づ
く
り
に
反

映
さ
れ
て
い
な
い
」と
思
う
人
が

「
反
映
さ
れ
て
い
る
」と
思
う
人
の

２
倍
近
く
も
い
る
。ま
た「
市
政
に

意
見
を
述
べ
る
機
会
や
手
段
、方
法

に
満
足
し
て
い
ま
す
か
」と
い
う
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
不
満
だ
」と
感
じ

て
い
る
人
が
、「
満
足
し
て
い
る
」と

感
じ
て
い
る
人
の
３
倍
以
上
も
い
る
。

　

市
民
は
ま
だ
ま
だ
市
政
に
対
し

て
、自
分
た
ち
の
意
見
は
反
映
さ
れ

て
お
ら
ず
、意
見
を
言
え
る
場
も
な

い
と
思
っ
て
い
る
の
が
現
状
だ
。市
長

は
も
っ
と
丁
寧
に
市
民
の
声
を
聞

き
、民
意
を
汲
み
取
っ
て
行
く
努
力

が
必
要
で
は
な
い
か
。

A（
市
長
）民
意
を
汲
み
取
る
と
い

う
事
に
つ
い
て
は
、真
摯
に
努
力
し

て
い
き
た
い
。

市
内
の
各
民
間
団
体
・

組
織
の
状
況
は

Q
消
防
団
や
交
通
安
全
協
会
等
の

現
状
は
？

A（
市
長
）消
防
団
に
つ
い
て
は
合

併
以
来
旧
町
単
位
で
活
動
し
て
お

り
、平
成
19
年
４
月
１
日
付
け
で
構

成
員
８
０
０
名
の
新
体
制
を
編
成

す
る
。交
通
安
全
協
会
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
現
状
維
持
と
し
、人
員
の

確
認
は
出
来
て
な
い
。

Q
由
布
市
観
光
協
会
発
足
の
進
捗

状
況
は
？

A（
市
長
）現
在
規
約
等
を
作
成

し
、組
織
の
立
ち
上
げ
に
向
け
協

議・検
討
中
。

Q
挾
間
未
来
ク
ラ
ブ
、ゆ
ふ
い
ん
人

材
育
成
財
団
の
現
状
と
今
後
を
ど

う
把
握
し
て
い
る
か
？

A（
市
長
）未
来
ク
ラ
ブ
は
、従
来

運
営
の
一
部
を
旧
挾
間
町
が
担
っ

て
い
た
が
、今
後
は
自
主
性
の
運
営

を
機
軸
に
、市
内
全
域
に
活
動
の
輪

を
広
げ
る
こ
と
を
含
め
支
援
し
た

い
。ゆ
ふ
い
ん
人
材
育
成
財
団
は
、現

在
基
金
の
原
資
と
会
費
、寄
付
金

等
の
資
金
で
運
営
し
て
い
る
。主
に

団
体・個
人
の
育
成
を
目
的
と
し
て

お
り
、子
供
た
ち
の
国
際
意
識
の
高

揚
に
力
を
い
れ
て
い
る
。

川
の
駅
の
現
状
と

今
後
ど
う
す
る

Q
挾
間
地
域
の
川
の
駅
の
当
初
の

事
業
計
画
と
今
後
は
？ 

A（
農
政
課
長
）平
成
14
年
９
月
に

地
域
活
性
化
の
事
業
を
行
う
目
的

で
川
の
駅
組
合
と
大
分
川
同
尻
河

川
公
園
土
地
及
び
管
理
棟
賃
貸
借

契
約
を
結
ん
だ
が
、平
成
16
年
４
月

よ
り
組
合
の
経
営
状
態
が
悪
化
し

休
止
状
態
と
な
っ
て
い
る
。こ
の
事

か
ら
、新
た
な
農
業
振
興
の
場
と
し

て
活
用
を
考
え
て
い
る
。

団
塊
世
代
の

再
就
職
に
支
援
を

Q
労
働
力
の
現
状
把
握
と
就
労
意

欲
の
向
上
対
策
に
つ
い
て
、団
塊
世

代
の
再
就
職
へ
の
支
援
策
は
。

A（
市
長
）ハロ
ー
ワ
ー
ク
大
分
や
学

校
等
の
関
係
機
関
と
連
携
を
す
る

中
で
、状
況
、情
報
の
把
握
に
努
め

る
。再
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
策
と
し
て

国
よ
り
各
種
助
成
金
も
交
付
さ
れ

る
の
で
、積
極
的
に
活
用
し
て
も
ら

い
た
い
。

Q
市
設
置
の
ゴ
ミ
箱
の
現
状
と
今

後
は
？

A（
市
長
）由
布
市
の
公
共
施
設
に

は
そ
れ
ぞ
れ
管
理
者
に
一
任
し
て

設
置・管
理
を
行
っ
て
い
る
。湯
布
院

地
域
で
は
、環
境
課
が
所
管
す
る

公
園
や
公
衆
ト
イ
レ
等
に
設
置
さ

れ
て
い
る
も
の
は
環
境
課
で
一
括

管
理
を
し
て
い
る
。今
後
は
公
共
施

設
の
管
理
者
が
設
置
し
、適
正
に
管

理
す
る
こ
と
が
原
則
。

湯
布
院
観
光
を

市
の
基
幹
産
業
と
し
て

Q
観
光
に
つ
い
て
の
認
識
と
展
望
に

つ
い
て
。

A（
市
長
）湯
布
院
地
域
が
、由
布

市
の
基
幹
産
業
と
し
て
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
十
分

理
解
し
て
お
り
、今
後
も
出
来
る

限
り
の
支
援
を
し
て
い
く
。観
光
は

裾
野
の
広
い
産
業
で
あ
り
、さ
ら
な

る
地
域
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
と
、滞
在

型・循
環
型
観
光
、そ
し
て
イ
ベ
ン
ト

を
活
用
し
た
観
光
振
興
に
努
め
た

い
。

行
財
政
改
革
に
つ
い
て

Q
行
財
政
改
革
案
が
発
表
さ
れ
た

が
、行
財
政
改
革
は
市
民
サ
ー
ビ
ス

の
充
実
を
図
り
な
が
ら
進
め
る
べ

き
と
思
う
が
、ど
の
目
標
を
見
て
も

財
源
カ
ッ
ト
で
あ
り
、つ
ま
り
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
し
か
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
。

A（
市
長
）由
布
市
の
財
政
状
況
は
、

非
常
に
厳
し
い
こ
と
は
事
実
。市
民

の
皆
さ
ん
全
て
の
要
望
に
応
え
る
こ

と
は
困
難
だ
。予
算
カ
ッ
ト
等
、市

民
に
も
痛
み
を
伴
う
も
の
も
あ
る

が
、子
育
て
支
援
や
教
育
に
関
す
る

事
業
、高
齢
者
対
策
な
ど
に
重
点

を
置
き
、必
要
な
も
の
は
継
続
す
る
。

見
直
し
の
必
要
の
あ
る
も
の
は
見

直
す
。理
解
を
い
た
だ
き
た
い
。

積
極
的
な
企
業
誘
致
を

Q
財
政
の
確
立
に
企
業
誘
致
は
不

可
欠
で
あ
り
、県
知
事
も
企
業
誘

致
こ
そ
が
県
経
済
を
浮
揚
さ
す
政

策
だ
と
取
り
組
み
、結
果
も
出
て
い

る
。企
業
立
地
の
利
点
は
税
収
面

だ
け
で
な
く
、地
域
活
性
化
に
大

き
く
貢
献
す
る
こ
と
で
あ
る
。同
じ

質
問
を
何
回
か
し
て
き
た
が
、具
体

的
取
り
組
み
が
見
ら
れ
な
い
。真
剣

に
取
り
組
む
考
え
は
あ
る
か
。

A（
市
長
）企
業
誘
致
に
つ
い
て
は
、

県
と
情
報
を
共
有
し
て
、工
場
用

地
の
候
補
地
選
定
、イ
ン
フ
ラ
整
備

等
、受
け
皿
整
備
に
積
極
的
に
取

り
組
む
。

農
業
政
策
の
具
体
策
は

Q
観
光
と
農
業
を
結
び
つ
け
る
政

策
の
具
体
策
を
。

A（
市
長
）観
光
客
へ
市
内
の
農
産

物
供
給
シ
ス
テ
ム
を
検
討
中
で
、庄

内
、挾
間
地
域
に
も
指
導
し
、市
役

所
に
嘱
託
営
農
指
導
員
を
置
き
、

元
気
が
出
る
農
家
育
成
に
も
具
体

的
に
取
り
組
む
。

子
ど
も
の
安
全
対
策
は

Q
由
布
市
で
の
子
ど
も
の
安
全
対

策
は
万
全
か
。

A（
教
育
長
）地
域
や
学
校
の
実
情

に
応
じ
た
児
童・生
徒
の
安
全
を
確

保
す
る
取
り
組
み
を
一
層
強
め
る
。

国
歌
斉
唱
の
徹
底
指
導
を

Q
卒
業
式
等
で
子
ど
も
は
歌
う
の

に
教
師
は
歌
わ
な
い
が
、教
育
長
の

指
導
方
針
は
。

A（
教
育
長
）学
習
指
導
要
領
で

入
学
式
・
卒
業
式
で
国
歌
を
斉
唱

す
る
よ
う
指
導
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。国
旗・国
歌
の
取
り
扱
い
が
適

切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
一
層
指
導

を
重
ね
る
。
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一 般 質 問 一般 質問

立川剛志議員

小林華弥子議員

太田正美議員

三重野精二議員

農
業
農
村
の
活
性
化
対

策
の
具
体
的
取
組
み
は

Q
湯
布
院
観
光
と
庄
内
の
農
業
の

結
び
つ
き
に
対
し
て
具
体
的
取
組

み
と
進
捗
状
況
は
。

A（
市
長
）湯
布
院
地
域
で
の
需
要

の
意
見
は
ま
と
め
て
い
る
が
、農
業

サ
イ
ド
の
集
約
が
で
き
て
い
な
い
。

今
後
は
農
家
と
じ
っ
く
り
話
し
合
い
、

安
心
、安
全
な
農
作
物
の
安
定
供

給
に
向
け
組
織
づ
く
り
に
努
力
す

る
。

Q
塚
原
に「
道
の
駅
」的
な
施
設
を

建
設
す
る
考
え
は
な
い
の
か
。

A（
市
長
）合
併
周
辺
部
対
策
事

業
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
を
模
索

す
べ
く
、県
中
部
振
興
局
と
協
議

中
で
あ
り
遠
か
ら
ず
方
向
性
が
見

え
て
く
る
。

Q
農
業
振
興
計
画
や
農
地
転
用
の

許
認
可
に
つ
い
て
一
貫
性
が
確
立

さ
れ
て
い
る
の
か
。

A（
市
長
）農
業
振
興
計
画
は
旧

町
時
の
計
画
に
基
づ
き
行
っ
て
い
る
。

農
地
転
用
に
つ
い
て
は
、農
地
法
や

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
る
。市
と

し
て
一
貫
性
が
確
立
し
て
い
る
。

Q
一
括
し
た
農
業
総
合
支
援
セ
ン

タ
ー
を
、設
置
す
る
考
え
は
。

A（
市
長
）現
在
の
と
こ
ろ
市
内
に

は
２
つ
の
J
A
が
あ
り
合
併
が
20

年
の
４
月
と
予
想
さ
れ
、現
時
点
で

は
難
し
い
が
、合
併
の
時
期
が
来
た

時
点
で
協
議
検
討
し
た
い
。

由
布
市
の
将
来
を
見
据
え

た
道
路
交
通
網
の
整
備
を

Q
２
１
０
号
線
か
ら
湯
布
院
に
入

る
橋
が
狭
い
上
見
通
し
も
悪
い
。位

置
を
変
え
て
の
架
け
替
え
が
必
要

と
考
え
る
が
市
長
の
考
え
は
。

A（
市
長
）指
摘
の
件
に
つ
い
て
は
、

今
後
大
分
川
上
流
へ
向
け
河
床
掘

削
を
行
う
計
画
で
あ
り
、河
川
改

修
と
あ
わ
せ
県
に
要
望
し
て
い
く
。

Q
由
布
川
橋
か
ら
中
心
部
へ
向
け

て
基
幹
道
の
整
備
が
急
が
れ
る
が

市
長
の
考
え
は
。

A（
市
長
）圃
場
整
備
内
の
幹
線
道

路
整
備
と
な
る
と
、途
中
３
橋
梁
の

架
け
替
え
が
必
要
と
な
り
、ま
た

Ｊ
Ｒ
花
園
踏
切
も
全
面
改
良
と
な

り
、市
単
独
で
は
困
難
で
あ
る
。県

道
別
府
一
宮
線
の
整
備
を
強
く
県

に
要
望
し
て
い
く
。

福
祉
施
設
の
民
営
化
は慎重

に

Q
行
革
プ
ラ
ン
の
中
に
、挾
間
保
育

所
や
西
庄
内
保
育
所
を
民
間
移
譲

も
し
く
は
廃
止
す
る
と
あ
る
。更
に
、

寿
楽
苑
や
小
松
寮
も
民
間
移
譲
も

し
く
は
指
定
管
理
者
制
度
に
す
る

と
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
が
、こ

れ
ら
の
根
拠
は
。

A（
市
長
）今
の
財
政
状
況
や
今
後

の
民
間
活
力
を
考
え
た
と
き
、行

政
が
直
接
運
営
す
る
よ
り
も
民
間

活
力
で
活
き
活
き
と
や
っ
て
い
た
だ

い
た
方
が
い
い
と
い
う
風
に
判
断
し

て
い
る
。

Q
民
間
活
力
を
導
入
す
る
の
が
、

単
に
行
政
側
の
財
政
が
厳
し
い
か

ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
あ
る
と
す

れ
ば
、民
間
に
コ
ス
ト
や
リ
ス
ク
を

押
し
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。本
来
、

行
政
が
す
べ
き
サ
ー
ビ
ス
と
は
何
か
、

民
間
活
力
を
導
入
す
る
こ
と
の
意

義
を
ど
う
考
え
る
の
か
を
は
っ
き
り

示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　

さ
ら
に
、こ
れ
ま
で
行
政
が
行
っ

て
い
た
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、ど
の
部
分

を
民
間
に
任
せ
る
の
か
は
、誰
が
判

断
す
る
の
か
。

A（
市
長
）民
間
の
方
に
考
え
を
聞

き
な
が
ら
、最
終
的
に
は
私
が
判
断

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

る
。

Q
市
長
が
考
え
決
め
る
前
に
、ま

ず
は
住
民
や
市
民
に
そ
の
選
択
の

チ
ャ
ン
ス
を
提
供
す
べ
き
だ
。い
ま

各
地
の
自
治
体
で
行
わ
れ
て
い
る

「
提
案
型
公
共
サ
ー
ビ
ス
民
営
化
制

度
」や「
民
間
事
業
化
提
案
制
度
」

と
いっ
た
制
度
を
導
入
検
討
し
て
は

ど
う
か
。

A（
行
財
政
改
革
室
長
）最
終
的

に
は
市
長
が
決
定
す
る
こ
と
に
な

る
が
、そ
の
前
に
住
民
の
皆
さ
ん
の

意
見
を
取
り
入
れ
る
仕
組
み
づ
く

り
に
も
取
り
組
ん
で
行
き
た
い
。

市
政
に
市
民
の
声
や
民
意

は
反
映
さ
れ
て
い
る
か

Q
市
が
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、

「
市
民
の
意
見
が
ま
ち
づ
く
り
に
反

映
さ
れ
て
い
な
い
」と
思
う
人
が

「
反
映
さ
れ
て
い
る
」と
思
う
人
の

２
倍
近
く
も
い
る
。ま
た「
市
政
に

意
見
を
述
べ
る
機
会
や
手
段
、方
法

に
満
足
し
て
い
ま
す
か
」と
い
う
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
不
満
だ
」と
感
じ

て
い
る
人
が
、「
満
足
し
て
い
る
」と

感
じ
て
い
る
人
の
３
倍
以
上
も
い
る
。

　

市
民
は
ま
だ
ま
だ
市
政
に
対
し

て
、自
分
た
ち
の
意
見
は
反
映
さ
れ

て
お
ら
ず
、意
見
を
言
え
る
場
も
な

い
と
思
っ
て
い
る
の
が
現
状
だ
。市
長

は
も
っ
と
丁
寧
に
市
民
の
声
を
聞

き
、民
意
を
汲
み
取
っ
て
行
く
努
力

が
必
要
で
は
な
い
か
。

A（
市
長
）民
意
を
汲
み
取
る
と
い

う
事
に
つ
い
て
は
、真
摯
に
努
力
し

て
い
き
た
い
。

市
内
の
各
民
間
団
体
・

組
織
の
状
況
は

Q
消
防
団
や
交
通
安
全
協
会
等
の

現
状
は
？

A（
市
長
）消
防
団
に
つ
い
て
は
合

併
以
来
旧
町
単
位
で
活
動
し
て
お

り
、平
成
19
年
４
月
１
日
付
け
で
構

成
員
８
０
０
名
の
新
体
制
を
編
成

す
る
。交
通
安
全
協
会
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
現
状
維
持
と
し
、人
員
の

確
認
は
出
来
て
な
い
。

Q
由
布
市
観
光
協
会
発
足
の
進
捗

状
況
は
？

A（
市
長
）現
在
規
約
等
を
作
成

し
、組
織
の
立
ち
上
げ
に
向
け
協

議・検
討
中
。

Q
挾
間
未
来
ク
ラ
ブ
、ゆ
ふ
い
ん
人

材
育
成
財
団
の
現
状
と
今
後
を
ど

う
把
握
し
て
い
る
か
？

A（
市
長
）未
来
ク
ラ
ブ
は
、従
来

運
営
の
一
部
を
旧
挾
間
町
が
担
っ

て
い
た
が
、今
後
は
自
主
性
の
運
営

を
機
軸
に
、市
内
全
域
に
活
動
の
輪

を
広
げ
る
こ
と
を
含
め
支
援
し
た

い
。ゆ
ふ
い
ん
人
材
育
成
財
団
は
、現

在
基
金
の
原
資
と
会
費
、寄
付
金

等
の
資
金
で
運
営
し
て
い
る
。主
に

団
体・個
人
の
育
成
を
目
的
と
し
て

お
り
、子
供
た
ち
の
国
際
意
識
の
高

揚
に
力
を
い
れ
て
い
る
。

川
の
駅
の
現
状
と

今
後
ど
う
す
る

Q
挾
間
地
域
の
川
の
駅
の
当
初
の

事
業
計
画
と
今
後
は
？ 

A（
農
政
課
長
）平
成
14
年
９
月
に

地
域
活
性
化
の
事
業
を
行
う
目
的

で
川
の
駅
組
合
と
大
分
川
同
尻
河

川
公
園
土
地
及
び
管
理
棟
賃
貸
借

契
約
を
結
ん
だ
が
、平
成
16
年
４
月

よ
り
組
合
の
経
営
状
態
が
悪
化
し

休
止
状
態
と
な
っ
て
い
る
。こ
の
事

か
ら
、新
た
な
農
業
振
興
の
場
と
し

て
活
用
を
考
え
て
い
る
。

団
塊
世
代
の

再
就
職
に
支
援
を

Q
労
働
力
の
現
状
把
握
と
就
労
意

欲
の
向
上
対
策
に
つ
い
て
、団
塊
世

代
の
再
就
職
へ
の
支
援
策
は
。

A（
市
長
）ハロ
ー
ワ
ー
ク
大
分
や
学

校
等
の
関
係
機
関
と
連
携
を
す
る

中
で
、状
況
、情
報
の
把
握
に
努
め

る
。再
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
策
と
し
て

国
よ
り
各
種
助
成
金
も
交
付
さ
れ

る
の
で
、積
極
的
に
活
用
し
て
も
ら

い
た
い
。

Q
市
設
置
の
ゴ
ミ
箱
の
現
状
と
今

後
は
？

A（
市
長
）由
布
市
の
公
共
施
設
に

は
そ
れ
ぞ
れ
管
理
者
に
一
任
し
て

設
置・管
理
を
行
っ
て
い
る
。湯
布
院

地
域
で
は
、環
境
課
が
所
管
す
る

公
園
や
公
衆
ト
イ
レ
等
に
設
置
さ

れ
て
い
る
も
の
は
環
境
課
で
一
括

管
理
を
し
て
い
る
。今
後
は
公
共
施

設
の
管
理
者
が
設
置
し
、適
正
に
管

理
す
る
こ
と
が
原
則
。

湯
布
院
観
光
を

市
の
基
幹
産
業
と
し
て

Q
観
光
に
つ
い
て
の
認
識
と
展
望
に

つ
い
て
。

A（
市
長
）湯
布
院
地
域
が
、由
布

市
の
基
幹
産
業
と
し
て
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
十
分

理
解
し
て
お
り
、今
後
も
出
来
る

限
り
の
支
援
を
し
て
い
く
。観
光
は

裾
野
の
広
い
産
業
で
あ
り
、さ
ら
な

る
地
域
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
と
、滞
在

型・循
環
型
観
光
、そ
し
て
イ
ベ
ン
ト

を
活
用
し
た
観
光
振
興
に
努
め
た

い
。

行
財
政
改
革
に
つ
い
て

Q
行
財
政
改
革
案
が
発
表
さ
れ
た

が
、行
財
政
改
革
は
市
民
サ
ー
ビ
ス

の
充
実
を
図
り
な
が
ら
進
め
る
べ

き
と
思
う
が
、ど
の
目
標
を
見
て
も

財
源
カ
ッ
ト
で
あ
り
、つ
ま
り
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
し
か
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
。

A（
市
長
）由
布
市
の
財
政
状
況
は
、

非
常
に
厳
し
い
こ
と
は
事
実
。市
民

の
皆
さ
ん
全
て
の
要
望
に
応
え
る
こ

と
は
困
難
だ
。予
算
カ
ッ
ト
等
、市

民
に
も
痛
み
を
伴
う
も
の
も
あ
る

が
、子
育
て
支
援
や
教
育
に
関
す
る

事
業
、高
齢
者
対
策
な
ど
に
重
点

を
置
き
、必
要
な
も
の
は
継
続
す
る
。

見
直
し
の
必
要
の
あ
る
も
の
は
見

直
す
。理
解
を
い
た
だ
き
た
い
。

積
極
的
な
企
業
誘
致
を

Q
財
政
の
確
立
に
企
業
誘
致
は
不

可
欠
で
あ
り
、県
知
事
も
企
業
誘

致
こ
そ
が
県
経
済
を
浮
揚
さ
す
政

策
だ
と
取
り
組
み
、結
果
も
出
て
い

る
。企
業
立
地
の
利
点
は
税
収
面

だ
け
で
な
く
、地
域
活
性
化
に
大

き
く
貢
献
す
る
こ
と
で
あ
る
。同
じ

質
問
を
何
回
か
し
て
き
た
が
、具
体

的
取
り
組
み
が
見
ら
れ
な
い
。真
剣

に
取
り
組
む
考
え
は
あ
る
か
。

A（
市
長
）企
業
誘
致
に
つ
い
て
は
、

県
と
情
報
を
共
有
し
て
、工
場
用

地
の
候
補
地
選
定
、イ
ン
フ
ラ
整
備

等
、受
け
皿
整
備
に
積
極
的
に
取

り
組
む
。

農
業
政
策
の
具
体
策
は

Q
観
光
と
農
業
を
結
び
つ
け
る
政

策
の
具
体
策
を
。

A（
市
長
）観
光
客
へ
市
内
の
農
産

物
供
給
シ
ス
テ
ム
を
検
討
中
で
、庄

内
、挾
間
地
域
に
も
指
導
し
、市
役

所
に
嘱
託
営
農
指
導
員
を
置
き
、

元
気
が
出
る
農
家
育
成
に
も
具
体

的
に
取
り
組
む
。

子
ど
も
の
安
全
対
策
は

Q
由
布
市
で
の
子
ど
も
の
安
全
対

策
は
万
全
か
。

A（
教
育
長
）地
域
や
学
校
の
実
情

に
応
じ
た
児
童・生
徒
の
安
全
を
確

保
す
る
取
り
組
み
を
一
層
強
め
る
。

国
歌
斉
唱
の
徹
底
指
導
を

Q
卒
業
式
等
で
子
ど
も
は
歌
う
の

に
教
師
は
歌
わ
な
い
が
、教
育
長
の

指
導
方
針
は
。

A（
教
育
長
）学
習
指
導
要
領
で

入
学
式
・
卒
業
式
で
国
歌
を
斉
唱

す
る
よ
う
指
導
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。国
旗・国
歌
の
取
り
扱
い
が
適

切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
一
層
指
導

を
重
ね
る
。



162007.1.由布市議会だより

　

新
春
を
寿
ぎ
つ
つ
し
ん
で
御

祝
詞
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は「
由
布
市
議
会
だ
よ

り
」を
多
く
の
市
民
の
方
に
読

ん
で
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。編
集
委
員
一

同
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。重
ね
て
本
年
も
な
に
と
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

さ
て
、由
布
市
も
新
生
し
て一

年
三
ヶ
月
が
過
ぎ
ま
し
た
。皆

様
の
心
の
中
の「
由
布
市
」に
は

ど
れ
位「
融
和
、協
働
、発
展
」

を
感
じ
る
事
が
で
き
た
で
し
ょ

う
か
。「
住
む
人
も
訪
れ
る
人

も
生
命
の
循
環
を
大
切
に
す

る
ま
ち
」が
由
布
市
の
ま
ち
づ

く
り
の
基
本
理
念
で
す
。住
み

よ
い
街
づ
く
り
の
為
に
は
多
く

の
課
題
が
山
積
し
て
い
ま
す
が
、

ま
さ
に一
歩
も
引
く
事
も
止
ま

る
事
も
な
く
着
実
に
基
礎
を

築
い
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

議
会
も
一
丸
と
な
り
全
力
で
取

り
組
ん
で
参
り
ま
す
。今
後
と

も
皆
様
か
ら
の
御
指
導
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。（
K
・F
）

由
布
市
議
会

広
報
編
集
特
別
委
員
会

委
員
長　
　

小
林
華
弥
子

副
委
員
長　

藤
柴　

厚
才

委　

員　
　

立
川　

剛
志

委　

員　
　

佐
藤　

友
信

委　

員　
　

西
郡　

均　

委　

員　
　

渕
野
け
さ
子

委　

員　
　

田
中
真
理
子

委　

員　
　

利
光　

直
人

編
集
後
記

区分 件　　　　名 代表提出者 結果

※ 1【一部採択の理由】 国保税の減免と介護保険料の減免はすでに由布市で条例化し、また国保税の利用料の減免制度は由布
市では検討中である。介護保険利用料の減免は自治体独自の措置を行うことによる後年度の混乱を避けることが必要である。低所
得者層の負担軽減を主眼としたなかで介護保険利用料の減免を除いた部分に関して、減免制度の拡充整備を求める請願として一
部採択とした。

■１２月定例議会で採決された請願の結果

国道210号線、県道大分挾間線の早期改良整備に関する請願 挾間地区振興促進事業協議会
会長　川野聲虎　外14名 採　択

市道向原中村茅場線の一部改良工事に関する請願 同　上 採　択

市道蛇口時松線及び市道時松中央線の改良工事に関する請願 同　上 採　択

平成19年度に予想される石城小学校の複式学級解消を求める請願 石城小学校PTA会長
長川敏和 採　択

平成19年度石城西部小学校由布市単独負担教員の加配をお願いする
請願

石城西部小学校PTA会長
平野富美夫　他２名 採　択

「最低保証年金制度」の実現を求める国への意見書の提出をお願いする
請願

全日本年金者組合大分県本部
執行委員長角安彦　外４団体 採　択

医療制度改正に関する国への意見書の提出をお願いする請願 同　上 採　択

障害者自立支援法の見直しを求める国への意見書の提出を
お願いする請願

同　上 採　択

国と県への就学前までの乳幼児医療費助成を求める請願 同　上 採　択

国保・介護保険の保険料・利用料減免制度の創設と拡充を求める
請願 同　上 一部採択（※1）

「一般高齢者及び特定高齢者に対する福祉サービスの提供事業所
等」に関する請願

社会福祉法人若山会
若葉苑施設長　山本政司
外４社会福祉法人

継続審査

市職教諭の配置をお願いする請願 川西小学校PTA会長
河野信一　外１名 採　択

複式学級への市職教諭の配置のお願い 湯平小学校PTA会長
森山誠　外３名 採　択

中山間地域等直接支払交付金過払いに関する請願 庄内町中山間地域等直接支払
制度連絡協議会長　佐藤嘉勝 採　択

請
　
　
　
　
　
願

平
成
18
年

10
月
22
日　

第
67
回
大
分
県
畜
産
共
進
会

10
月
26
日　

平
成
18
年
度
戦
没
者
追
悼
式

10
月
27
日　

由
布
市
職
員
労
働
組
合
第
２
回
定
期
大
会

11
月
３
日　

第
17
回
庄
内
神
楽
祭
り

11
月
６
日　

日
出
生
台
演
習
場
対
策
特
別
委
員
会

11
月
７
日　

行
財
政
改
革
特
別
委
員
会

11
月
９
日　

議
会
運
営
委
員
会

11
月
11
日　

は
さ
ま
き
ち
ょ
く
れ
祭
り
2
0
0
6

11
月
13
日　

平
成
18
年
第
１
回
由
布
市
議
会
臨
時
会

11
月
14
日　

第
１
回
由
布
市
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
協
会

　
　
　
　
　

由
布
市
議
会
議
長
杯
大
会

11
月
15
日　

熊
本
県
水
俣
市
議
会
運
営
委
員
会
視
察
対
応

11
月
22
日　

由
布
市
合
併
一
周
年
記
念
行
事

11
月
24
日　

第
3
回
由
布
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

建
設
策
定
委
員
会

11
月
28
日　

議
会
運
営
委
員
会

11
月
30
日　

由
布
市 

幼
・
小
・
中
合
同
音
楽
会

12
月
１
日　

由
布
市
議
会 

行
財
政
改
革
特
別
委
員
会

12
月
３
日　

第
19
回
大
分
県
郡
市
対
抗
女
子
駅
伝
競
走
大
会

�
議
会
の
動
き
�

議会開会のおしらせ

平成19年 第１回定例議会

開会予定

平成19年３月１日㈭～
（20日程度）

詳しくは議会事務局までお問合せ下さい。


